
令 和 ５ 年 ２ 月 ６ 日
政策経営部政策企画課

基本計画審議会における検討状況について

１．主旨

令和５年１月１６日（月）に開催した第５回基本計画審議会における検討状況について、報告する。

２．内容

（１）第５回基本計画審議会における検討状況

※内容の詳細については別紙のとおり

３．今後のスケジュール（予定）

令和５年 ２月 ６日 第６回基本計画審議会
３月１４日 第７回基本計画審議会
３月２９日 第８回基本計画審議会（答申）
５月 ５常任委員会報告（基本計画（骨子案））
６月 区民意見募集
９月 ５常任委員会報告（基本計画（素案））

パブリックコメント
令和６年 ２月 ５常任委員会報告（基本計画（案））

審議会における検討状況を、
企画総務常任委員会に適宜報告する。
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第５回基本計画審議会における検討状況

令和５年２月６日

政策経営部政策企画課

別 紙
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第５回基本計画審議会における検討状況

令和５年１月１６日（月）に第５回基本計画審議会を開催したため、審議会における検討状況につ
いて、報告する。

【概 要】

【第５回基本計画審議会】

＜日 時＞
・令和５年１月１６日（月） １８時００分～２１時１９分

＜会 場＞
・教育総合センター２階 研修室

＜議 題＞
１．テーマ別意見交換①

【子ども・若者が笑顔で過ごせるために必要な取組みについて】
２．テーマ別意見交換②

【目指すべきコミュニティと安心して住み続けるために必要な支援について】
３．テーマ別意見交換③

【世田谷を安全で一層魅力的なまちにするために必要な政策について】

会議の資料は当日の17時頃、録画映像は概ね１週間後（５開庁日後）、議事録は概ね２週間後（10
開庁日後）に、それぞれ区ホームページで公開する。

※第５回基本計画審議会の録画映像は１月２３日（月）に公開済み。議事録は１月３０日（月）に公開済み。

【審議会の検討状況の公開】
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【出 席 者】

出席者

委 員
江原委員（オンライン）、大杉委員、小林委員（オンライン）、鈴木委員、中村委員、長山委員、森田委員、涌井委員、
尾中委員、佐伯委員、羽毛田委員

区

保坂区長、中村副区長、岩本副区長、松村副区長、渡部教育長、松村技監（オンライン）、清水世田谷総合支所長（オンライン）、
木本北沢総合支所長（オンライン）、馬場玉川総合支所長（オンライン）、佐々木砧総合支所長（オンライン）、
皆川烏山総合支所長（オンライン）、加賀谷政策経営部長、瀬川市民活動推進課長（オンライン）、舟波地域行政部長（オンライン）、
清水環境政策部長（オンライン）、後藤経済産業部長（オンライン）、田中保健福祉政策部長（オンライン）、
柳澤子ども・若者部長（オンライン）、畝目都市整備政策部長（オンライン）、笠原防災街づくり担当部長（オンライン）、
釘宮みどり33推進担当部長（オンライン）、石川道路計画課長（オンライン）、工藤土木部長（オンライン）、
鎌田豪雨対策推進担当参事（オンライン）、知久教育総務部長、秋山政策企画課長、髙井経営改革・官民連携担当課長（オンライン）、
箕田政策研究・調査課長、真鍋政策経営部副参事（計画担当）

第５回基本計画審議会における検討状況

【議事概要】

議 題 概 要

１ テーマ別意見交換①
【子ども・若者が笑顔で過ごせるために必要な取組みについて】

テーマごとのパネルディスカッション方式により意見交換を行った。
２ テーマ別意見交換②
【目指すべきコミュニティと安心して住み続けるために必要な支援について】

３ テーマ別意見交換③
【世田谷を安全で一層魅力的なまちにするために必要な政策について】
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ステークホルダー意見聴取
実施結果
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ステークホルダー意見聴取の実施概要

区の附属機関の関係団体となっている団体等に対し、令和４年１２月～令和５年１月に次期基本計
画の策定に向けたステークホルダー意見聴取（アンケート調査）を実施したため、報告する。

【ステークホルダー意見聴取について】

【対象団体等の考え方】

➢区の附属機関の関係団体（団体の代表者等が「関係団体」などの区分として附属機関の委員となっ
ている団体・組織等。「学識経験者」は除く。)であり、組織が日常的・経常的に運営されている団
体等。

➢地域や関連分野、関連事業者等の代表や取りまとめなどを担っており、意見聴取にあたり、関連分
野における一定の意見集約を行うことができると見込まれる団体等。
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ステークホルダー意見聴取 アンケート調査項目

基本計画審議会において委員から出された意見から、以下の５つのコンセプトに整理しました。現時点で整理したコ
ンセプト（計画全体を貫く基本的な考え方）の内容について、ご意見をお聞かせください。

【Ｑ１】次期基本計画におけるコンセプト（計画全体を貫く基本的な考え方）について

コンセプト（計画全体を貫く基本的な考え方）

●区民の生命を守る

●子どもを中心に据えた施策の組み立て

●参加と協働により住民主体で誰もが主人公

●災害と環境を意識したライフスタイルの定着

●地域や地区の特性や課題を踏まえた施策展開

審議会委員から出された主な意見

■区民の生命を守ることが行政の一番大事な立ち位置である。
■生命を守るということを上位の考え方に位置づけて、計画の背骨とすべき。 など

■子ども中心ということを基本コンセプトにして、若い世代の人が世田谷区に来て定着し、住
み続けられるということをもう少し強調すべき。
■子どもが生まれ育つ地域をよりよい環境にするため、子どもを中心に据えて施策を組み立て
るべき。 など

■区民を施策の対象としてではなく、自ら地域をつくり支える存在として位置づけるべき。
■どの分野であっても、政策を実現するためには、子どもも含めた参加ということがなければ、
新しいまちづくりにはつながらない。 など

■災害対策は日常とセットの問題であり、日常の延長として捉える必要がある。
■常に他者との関わり方や連携を意識し、自然環境と共生可能な方策を考える必要がある。
など

■世田谷を均質化して考えるのではなく、どこの地区にどのような課題があるのか、もっと重
層的な視点で問題点を浮き彫りにする必要がある。
■地域・地区の特性を踏まえた上で、コミュニティをどう醸成していくのかが重要である。
など
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ステークホルダー意見聴取 アンケート調査項目

基本計画審議会において委員から出されたキーワードから、以下の５つの将来像に整理しました。現時点で整理した
基本方針（目指すべき将来像）の内容について、ご意見をお聞かせください。

【Ｑ２】次期基本計画における基本方針（目指すべき将来像）について

基本方針（目指すべき将来像）

◆子どもどまんなか社会

◆誰一人取り残さない社会

◆心が豊かになる社会

◆自然環境と調和した持続可能な社会

◆全国をリードする区政運営

審議会委員から出されたキーワード

●子ども・若者施策の充実
●子どもどまんなか社会
●質の高い学校教育
●新たな学校運営

●多様性の尊重 ●苦しい人へ手を差し伸べられる社会
●経済上の格差・貧困問題への対応 ●分野の狭間にある課題・複合的な問題への対応
●高齢者や障害者などが地域で暮らし続けるための支援 ●誰一人取り残すことのない支援
●安全・安心に暮らせるまち

●生涯を通じた学び ●地域課題の解決の担い手の創出・地域人材の育成
●ウェルビーイングな社会・心が豊かになる社会 ●分野横断的なまちづくり
●地域が人を育てる力 ●高齢者が社会に参加、活動しやすい地域づくり
●コミュニティの醸成

●次世代への資源の継承
●自然との共生
●豊かな自然環境の維持・保全

●他自治体をリードする取組み・世田谷モデル ●多様な働き方の実現
●楽しめる場所 ●移動の円滑化
●にぎわいのあるまち
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ステークホルダー意見聴取 アンケート調査項目

基本計画審議会において委員から示された現状の区政を取り巻く具体的な課題を踏まえ、以下の６つの課題に整理し
ました。現時点で整理した基本方針の実現に向け分野横断的に重点的に取り組むべき課題の内容について、ご意見を
お聞かせください。また、具体的な課題についても、追加すべき課題等がございましたら、あわせてお聞かせくださ
い。

【Ｑ３】基本方針の実現に向け分野横断的に重点的に取り組むべき課題について

基本方針の実現に向け分野横断的に
重点的に取り組むべき課題

■子ども・若者の健やかな成長のための環
境の確保

■新たな学校教育と生涯を通じた学びの充
実

■多様性の尊重と地域で安心して住み続け
られるための支援

■誰もが活動しやすいまちづくりと地域力
の向上

■脱炭素化の取組みとみどりの保全・創出

■新たな魅力の創出と世田谷ブランドの向
上

具体的な課題

●子ども・若者の参加や意見表明 ●権利侵害への救済 ●若者の社会進出支援 ●若年女性への支援
●子どもが生まれ・育ちやすい環境の整備

●新たな学校教育 ●一人ひとりの多様な個性・能力を伸ばす ●課題解決に向けた参加型の学校運営
●リカレント教育や学び直しへの対応

●多様性の尊重 ●外国人への支援 ●家族、ライフスタイルの多様化への対応
●人権問題への対応 ●貧困問題への対応 ●分野の狭間にある課題・複合的な問題への対応
●高齢者や障害者などが地域で暮らし続けるための支援 ●災害への備え ●危機管理の取組みの強化

●ウェルビーイングな社会 ●分野横断的なまちづくり ●地域力の向上
●地域課題解決の担い手の創出・人材の育成 ●高齢者が社会に参加、活動しやすい地域づくり
●地区特性を踏まえたコミュニティの醸成 ●住民同士のつながりの強化 ●文化・芸術の振興・継承

●自然ストックの有効活用 ●次世代への資源の継承 ●自然との共生 ●豊かな自然環境の維持・保全

●新たな魅力の創出 ●移動の円滑化 ●他自治体をリードする取組み・世田谷モデル ●起業支援
●多様な働き方の実現 ●にぎわいの創出 ●ブランド力の向上

次期基本計画の検討にあたり、ご意見等がございましたらご記入ください。

【Ｑ４】その他
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分 野 No. 団体等

災害・防犯・地域コミュニティ

１ 世田谷消防団

２ 玉川消防団

３ 成城消防団

４ 世田谷区町会総連合会

５ 世田谷防火防災協会

６ 玉川防火防災協会

７ 成城防火防災協会

８ 北沢防犯協会

９ 玉川防犯協会

人権・多文化共生
１０ 世田谷区人権擁護委員

１１ 認定NPO法人ReBit

経済・産業・労働

１２ 公契約推進世田谷懇談会

１３ 世田谷区商店街振興組合連合会

１４ 日本チェーンストア協会関東支部

１５ 世田谷区内農協協議会

１６ 連合東京世田谷地区協議会

１７ 世田谷地区労働組合協議会

保健・医療・福祉

１８ 世田谷区介護サービスネットワーク

１９ 世田谷区高齢者クラブ連合会

２０ 公益社団法人東京都世田谷区歯科医師会

２１ 公益社団法人東京都玉川歯科医師会

ステークホルダー意見聴取回答団体等

回答団体数

４２団体
（うち１件無記名）

分 野 No. 団体等

保健・医療・福祉

２２ 世田谷区食品衛生協会

２３ ＮＰＯ法人世田谷区視力障害者福祉協会

２４ 世田谷区赤十字奉仕団

２５ ＮＰＯ法人世田谷区聴覚障害者協会

２６ 区内特別養護老人ホーム施設長会

２７ 特定非営利活動法人せたがや福祉サポートセンター

２８ 世田谷区保護司会

２９ 世田谷区民生委員児童委員協議会

３０ 一般社団法人世田谷薬剤師会

３１ 公益社団法人東京都柔道整復師会世田谷支部

子ども・若者・教育

３２ 世田谷区私立幼稚園協会

３３ 東京都認証保育所協会世田谷地区

３４ 世田谷区立小学校ＰＴＡ連合協議会

建設・住宅・交通

３５ 世田谷建設協同組合

３６ 世田谷区建設団体防災協議会

３７ 一般社団法人東京都建築士事務所協会世田谷支部

３８ 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会世田谷区支部

３９ 世田谷ビル管理協同組合

４０ 公益社団法人全日本不動産協会東京都本部世田谷支部

４１ 世田谷区マンション交流会

４２ 無記名
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ステークホルダー意見聴取の結果

分野 団体等名
Q1. 次期基本計画におけるコンセプト

（計画全体を貫く基本的な考え方）

Q2. 次期基本計画における基本方針

（目指すべき将来像）

Q3. 基本方針の実現に向け分野横断的に

重点的に取り組むべき課題について
Q4. その他

1

災害・

防犯・

地域コミュニティ

世田谷消防団

消防団として、防災を強く意識したコンセプトが必

要と考える。 

特に街づくりに関して、「防災を日常に取り込める

街づくり」を提案。 

例として、 一定の規模以上の公園整備について

は、消防団や町会・自治会が訓練できる施設、ス

ペースを併設する。 

震災時の消火栓断水に備え、区有地の整備時

には常に防火水槽等の整備を考慮する。

防災対策として区と消防団の連携体制の構築が

必要と考える。 

具体的には世田谷区、消防団、消防署、警察

等の連絡室の設置や、携帯電話等、既に配置さ

れている無線以外の連絡ツールの配置等が必要

と考える。

世田谷消防団は今後、バイク隊やドローンを活用

した部隊等の新設を計画しており、大規模災害

発生を想定した資器材の整備も必要となることが

予想されるため、地域を守る消防団に対し各種の

支援が実現する計画を希望する。

2

災害・

防犯・

地域コミュニティ

玉川消防団

「区民の生命を守る」、「災害と環境を意識したラ

イフスタイルの定着」について、防災機関である消

防団としては、区民の安全安心に直結する災害

対策は区の基本計画の根幹をなすものだと考え

る。したがって、世田谷区が災害に強い街となり、

誰もが安心して生活ができるような基本計画の策

定をお願いしたい。

今後、さらに進展するであろう少子化を考えた際、

区全体で子どもを育てていく視点が必要であろうと

考える。また、子どもの成長過程において、防災教

育の充実を図り、将来における地域防災の担い

手を育成して頂きたい。

特別区の中でも人口の多い世田谷区において、

区民の要望は多岐にわたるものと考えるが、すべ

ての区民が安心安全に暮らせる街づくりを目指す

うえで、災害への備えはすでに待ったなしの状況で

あると考える。我々消防団は、防災指導などを通

じ、ソフト面を担っているが、ハード面において災害

に強い街づくりの強力な推進を求める。

玉川消防団では、若い世代の消防団への入団が

なかなか進んでいない状況にある。今後、発生が

危惧される大規模な震災等に備え、区民一人ひ

とりの防災意識を向上させ、継続的に地域防災

の担い手を育成していけるよう、学校教育の場か

ら防災教育を取り入れ、地域を守る消防団への

若手の参画が進展していくことを希望する。

3

災害・

防犯・

地域コミュニティ

成城消防団

今現在世田谷区の何処の組織でも高齢化で、そ

の後に続く人材不足が一番の課題だと思う。この

コンセプトを見て、結局広報で大々的に拡がるの

ではなく、人々の関心事、興味は人と人の小さな

コミュニティから全体にゆっくりと広がって行く様な傾

向だと思う。

将来的に少子化が進んでいる現在、区が率先し

て、出産、子育て支援をして、他の地域から来た

方々が安心して永住したくなる様な地域づくりから

始めてはどうか。

世田谷区のブランドは程好く都会ではなく、田舎

でもなく何処に行くのにもアクセスの利便性、緑の

豊かさが人々を在住させる大きな要因だと思う。

全てにおいて、個人一人一人を年齢関係なく周り

が声をかけて育てていき、それを組織として大きく

拡げていく社会の支援を区の行政が細部まで監

督して行って欲しい。
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分野 団体等名
Q1. 次期基本計画におけるコンセプト

（計画全体を貫く基本的な考え方）

Q2. 次期基本計画における基本方針

（目指すべき将来像）

Q3. 基本方針の実現に向け分野横断的に

重点的に取り組むべき課題について
Q4. その他

4

災害・

防犯・

地域コミュニティ

世田谷区町会総連合会

●行政（区）と町会・自治会は、両輪であり、ど

ちらか一方が上手くいかなければ前には進まないと

考える。両輪であることこそが課題解決に繋がると

考える。

●地域コミュニティの活性化を図るには、町会・自

治会と行政（区）、中でも地域住民に最も身近

な拠点であるまちづくりセンターが、地域の様々な

課題を発見、共有し、行政（区）と町会・自治

会がお互いに地区の特性や実情をしっかりと踏ま

えて取り組んでいくことが何よりも大切と考える。

●行政（区）が、日頃から、もっともっと地域の

中に入り込んで、一緒に課題解決に取り組むこと

が、地域コミュニティに繋がると思う。

●行政（区）が計画をつくる際には、三層構造

というものを常に意識し、地域行政の考え方を実

行していくことが非常に重要である。その点も盛り

込んでいただきたい。

●将来的な視点で見れば、今後、地域コミュニ

ティの核となるのは子どもであり、地域と子どもの繋

がりを深めるためにも、子どもを中心とした社会の

構築はとても重要であると考える。

●高齢者のみ世帯、障害のある方、単身者、若

い方、地域は皆で成り立っている。一人でも取り

残してはいけない。全ての人が多様性を認めあ

い、誰もが安全で安心して暮らすことができる社会

となる計画としていただきたい。

●「買い物難民」が生まれないよう、交通不便地

域を解消してほしい。

●コミュニティの醸成を図るには、子どもに加え、子

どもを通じて保護者や周囲の大人も地域活動に

取り込んでいく必要があり、「子どもどまんなか社

会」とコミュニティの醸成は繋がっていると考える。

●「多世代の交流」、「多様な交流」といった視点

も非常に重要であり、強調してほしい。

●地域コミュニティの活性化や地域力の向上を図

るには、町会・自治会活動の活性化と加入率を

向上させることが必須である。行政（区）には、こ

の間、様々ご検討いただき、支援もいただいている

が、未だに、決定打となる取り組みがない状況に

ある。

●地域コミュニティの問題は、地域にマンション等

集合住宅が増加して、コミュニティを形成しにくく

なってきているといった街づくりの視点や、町会・自

治会の区域と学校の学区域にズレが生じていると

いった地域と学校の関わりの視点など、分野横断

的な視点から考える必要があると考える。

●長期的に見ると、子どもがいかに自分の住む地

域に関心を持ち、将来的に地域活動に参加して

くれるようになるかが重要である。そのためには、地

域と子どもの繋がりを深めることが大切であり、子ど

もの地域活動への参加機会の確保や、学校と連

携した取り組みが必要である。

●地域コミュニティの活性化や地域力の向上を図

るには、やはり、町会・自治会の加入率を向上さ

せることが一番の課題である。町会・自治会の会

員の高齢化も進み、既存の会員による取り組み

だけでは限界があり、ぜひとも有効な取り組みを継

続的に行っていただきたい。

●生活していく上で、ルールを守ることは必須だ

が、守らない、守れない人への対応が大きな課題

だと思う。

●まちづくりセンターをどうしていくのかを地域住民

は見ている。行政（区）は、まちづくりセンターが

挙げた課題を先ず解決して欲しい。

●１０月にスタートした地域行政推進条例と、

次期基本計画がどのように関わりあうのかを示して

ほしい。行政（区）が勝手にやっていると区民に

思われないようにしていただきたい。

●「区としてはこういうことをやりたい」という到着点

を示してほしい。

●参加と協働を進めるうえで、区民、事業者、行

政の関係性を深めるため、「継続的な関わり」と

いった考え方も必要だと思う。

●「これをやったからこうだ」ではなく、「あれもやり、

これもやり」が地域住民が繋がっていくことになる。

また、それらを継続することも大切である。

●次期基本計画を進めていく上で、建設中の新

庁舎をどう生かすかもポイントになるのではないかと

考える。

●子どもを通じ、保護者や周囲の大人も地域活

動に取り込んでいくことも必要だと考える。

【具体的な課題】

➢子どもが参加するお祭りなどの地域イベントを継

続的に開催していくことが大切だが、コロナ禍で

様々な活動、イベントが中止を余儀なくされ、空

白期間が生じた。イベントに継続性がないと、地

域と子どもの関係性は途切れてしまいやすく、継続

的な関わりこそが繋がりを深めるので、何年かかる

か分からないが取り戻さなくてはいけないと考えてい

る。

➢子どもに、地域への関心を高めてもらうため、学

校教育の中で、地域活動や地域課題などを学ぶ

機会を増やしてもらいたい。

➢子どもが地域の中で育っていく環境の整備も必

要である。ＰＴＡとも連携しながら小学生と関わ

りをつくっても、半数は私立中学校に進学し、そこ

で途切れてしまうのが現状となっている。

5

災害・

防犯・

地域コミュニティ

世田谷防火防災協会

コンセプトとしては問題ないと思う。 

まだ計画段階であり、まだ先の話になるが、区とし

ての災害対応意識の向上に支援や整備、在宅

避難の広報が必要だと考える。 

・地域の体制（水利や街頭消火器）整備 

・危険区域ハザードマップの正確性の向上 

基本方針としては、問題ないと思われるが、地域

防災に関して標記があってもよい気がする。

重点的に取り組むべき地域防災の課題として、地

域で安心して住み続けられるための支援の一括り

ではなく、地域防災の向上、災害の備えを改めて

標記すべきだと思う。 ―
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分野 団体等名
Q1. 次期基本計画におけるコンセプト

（計画全体を貫く基本的な考え方）

Q2. 次期基本計画における基本方針

（目指すべき将来像）

Q3. 基本方針の実現に向け分野横断的に

重点的に取り組むべき課題について
Q4. その他

6

災害・

防犯・

地域コミュニティ

玉川防火防災協会

現在の区民の生活上での重要な項目が整理され

ていると感じる。

必要なことが、強調されていると感じる。 必要なことが網羅されていると感じる。

―

7

災害・

防犯・

地域コミュニティ

成城防火防災協会

・コンセプトに取り込む内容として特に問題ない。 

・「区民の生命を守る」とともに、「生きとし生けるも

のの命を大切にする」ことを、解説にうたってはどう

か。子どもを中心に据えた施策であれば「命の尊

さ」を表すことも必要。 

・「災害と環境を意識したライフスタイルの定着」と

あるが、発災直後に命の危険にさらされている人を

見つけ、さらに救助する訓練は、発災直後のあわ

てふためく状況下にあって「人の命を助ける」行動

を起こせる大切なものであり、成城において１０

年前からはじめて戸建てで約６０％の参加率と

なっている。年２回(９/１、３/１１)の訓練の

賜物である。更なる定着化を目指したいが、区の

基本方針にもう少しわかり易く表現できないだろう

か。

・子どもどまん中ではなく、「みんなどまん中」ではな

いか。リタイヤした方を、地区・地域で大いに活用

すべきで、地区・地域でのボランティアによって、まち

の再生ができれば、子ども達にとっても大きなプラス

となる。 

・成城では「この地域から一人の犠牲者も出さな

い」をスローガンに災害対策活動を行っているが、

発災時に「とり残しのない」活動にすべく頑張ってい

る。教育をはじめ、あらゆる施策に基本的な考え

方として、取り入れられることを望みたい。 

・仏教の教えの中に、多くの人を仏の道にいざなっ

たが自分はついに仏にならず仕舞いで…といった、

「他人につくす」ことの大切さをつづったものがある。

他人につくすとは難しいこと。我欲を放り出して「利

他」にはげむ。これを宗教的ではなく、社会学的に

子供達へ教えられないか。心豊かになる。是非そ

のような大人社会にしたい。

・若者だけではなく、いい大人が心豊かで居ること

の出来る環境とはどのようなものか。隣近所といさ

かいの無い状況、高い山に登って得られる達成感

や、その頂から見る景色、これらは自分の立ち位

置により見出される。この瞬時の環境を「みどり」の

豊かさが、いつもわずかずつではあるが作ってくれて

いる。みどりをもっと大切に増やしていきたい。みどり

の環境保全をしっかり全区民で工夫して行ってい

きたい。脱炭素にも通じる。 

・誰もが活動し易い「まちづくり」は大いに手助け、

区の手助けが不足しているので、もっと強力に推し

進めてほしい。 

　自治会の加入率が年々落ちている。それは、他

人の為にとかまちの為にとかいったボランティアにつ

ながらない。 

　今のボランティア活動をしている方々をもっともっと

大切に扱うべきと思う。そのやり方を示してはどう

か。 

今、区行政が踏み込めない大きな事柄が見えかく

れしている。ふるさと納税、４０憶以上の見返りが

どこで生まれるのか。大災害が発生した直後、行

政は何が出来るのか。そのあたりを住民が自発的

にカバーしないとならないが、区としてそれを住民に

伝えているのか。 

たとえば、今成城で行われている災害対策活動の

「大災害発生時住民行動マニュアル」の成果は、

年２回行われている訓練の参加率(戸建て)が約

６０％に至っている。これをなぜ区内に展開しな

いのか。命を大切にしようと、区方針に掲げるので

あれば、具体策としてこの活動を区内に展開すべ

きと考える。 

　「命を大切に」は多くの場面で必要であり、住民

も納得する考え方であると思うので、もう少し強調

したらどうか。

8

災害・

防犯・

地域コミュニティ

北沢防犯協会 ― ― ―

特に無し。

9

災害・

防犯・

地域コミュニティ

玉川防犯協会

基本的な内容を確認し、意見は特に無し。 基本方針の内容で、意見は特に無し。 実現に向け、重点的な取り組みの課題で結構で

ある。

次期基本計画の検討にあたり、意見は特に無し。
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分野 団体等名
Q1. 次期基本計画におけるコンセプト

（計画全体を貫く基本的な考え方）

Q2. 次期基本計画における基本方針

（目指すべき将来像）

Q3. 基本方針の実現に向け分野横断的に

重点的に取り組むべき課題について
Q4. その他

― ― ―

1．人権を尊重した社会を目指して頂きたい。国

籍、人種、出身地、年齢、性、出自、家族や婚

姻、仕事、収入、健康、信条、宗教、その他その

人に関わる諸般について相互にありのままを受け

止め理解すること。自他を尊重して誰もが比較し

ない、差別しない、区別しないことが最も大切では

ないかと考える。命を守る。命を重んじることを大

切にすることにつながると思う。命を重んじ共生社

会の実現に向けてユニバーサルな基本計画であっ

て頂きたい。

2．人の暮らし　ライフスタイルから生じる課題と行

政が定める分野別の対応や認識がなじまないこと

が多々見受けられる。分野別に人の暮らしを考え

たり計画したり実施したりするのではなく、人や自

然の営みや持続可能な社会の実現からみる行政

の関わり方を模索して頂きたい。また、課題発見

や解決のためには行政分野を超えての連携、融

合も視野に入れた対応もありうることを考えて頂き

たい。
3．計画　実施　それに伴う予算及びその執行に

ついては、区民にとってわかりやすく説明されること

を望む。もちろん公平であり透明であることは言う

までもないことである。

4．人権を尊重した対応を区民も行政もするため

には、知識と経験と想像力などが必要かと思う。

互いにありのままを認め合い暮らしていくための教

育の必要性に理解を求める。

5．人は人との関わり合いの中で、また自然の中

で生きて行くものと思っている。最近、人に対しても

自然に対しても尊重し合い、守って暮らしていくこと

の大切さを感じる。自然を尊重しその対応を考え

るとき、人や行政は謙虚であってほしいと思う。自

分自身の足もとの暮らし方を見直し、その対応を

考えていくことが他者を尊重することにつながると思

う。次世代への自然の継承や自然を尊重する考

え方を深めることにも繋がるかと思う。

10
人権・

多文化共生
世田谷区人権擁護委員

14



分野 団体等名
Q1. 次期基本計画におけるコンセプト

（計画全体を貫く基本的な考え方）

Q2. 次期基本計画における基本方針

（目指すべき将来像）

Q3. 基本方針の実現に向け分野横断的に

重点的に取り組むべき課題について
Q4. その他

11
人権・

多文化共生
認定NPO法人ReBit

・多様性の尊重は、全体に広く関わる考え方であ

り、コンセプトに盛り込むのが良いのではと思う。 

・子どもは非常に重要である。一方で、どの世代も

しくはさまざまな状況の方々（困窮・障害等）も

中心となり、暮らしやすい世田谷区であるためによ

り包摂的な表現でも良いかと思う。

・多様性の尊重は、世田谷区が取り組まれている

非常に重要な分野であり、それが読み取れる文

言であるといいのではと思う。 

・子どもは非常に重要である。一方で、どの世代も

しくはさまざまな状況の方々（困窮・障害等）も

中心となり、暮らしやすい世田谷区であるためによ

り包摂的な表現でも良いかと思う。 

・全国をリードする区政運営、良いと思う。同性

パートナーシップ等、世田谷がこれまでも全国を

リードされているので、次の10年も本分野含めて、

全国をリードいただきたい。 

・外国籍の方や性的マイノリティへの取り組みも世

田谷区は力を入れていると思うので、キーワードに

含んではどうか。

・多様性の尊重と地域で安心して住み続けられる

ための支援の具体的な課題として、これまでの世

田谷区の取り組みを踏まえ、性的マイノリティにつ

いても記載してほしい。 

・分野の狭間にある課題・複合的な問題への対

応、素敵だと思う。重層的支援体制整備を進め

るためにも、また孤独孤立を解消するためにも、担

当課を横断した議論・施策推進ができることを期

待する。 

・誰もが活動しやすいまちづくりと地域力の向上に

おいて、NPO法人との連携や助成、市民の声を

聞く施策の強化を含んでもいいのではと思う。

10年前と今では、世田谷区の性的マイノリティへ

の取り組みが大きく変化したと思う。ぜひ、次期基

本計画のなかにも性的マイノリティについて明記し

ていただきたい。 

なお、その際に人権・男女共同参画課での取組

みの推進はもちろん、自死・精神障害・困窮にお

けるハイリスク層である性的マイノリティを福祉施策

にも位置付けていただきたい。

12

経済・

産業・

労働

公契約推進世田谷懇談会

・区民生活を支える事業、労働、産業の持続可

能な発展 

　世田谷区は「住宅地」という印象から、事業や

産業が見落とされがち。区民生活を支える産業が

なければ、安心して豊かに暮らすことはできない。ま

た、災害時にも地域の様々な産業や事業者・労

働者の活躍は不可欠。 

・子どもから高齢者まで豊かになる社会 

　「子ども」を中心には賛成だが、一方で超高齢

化社会をむかえることからも高齢者が地域・社会

活動に参加し、社会の一員として活躍できる社会

を目指す。 

・住んで、営んで、働ける社会 

　世田谷区内には突出した産業がない一方で、

区民生活を支える商店、飲食店、サービス業、建

設業、福祉産業、教育関係など多数の事業者と

労働者が存在する。これらに関わる多くの方が区

内に居住し地域コミュニティの中心も担っている。さ

らにコロナウイルス感染拡大やデジタル化の発展に

より、テレワークや新たな働き方も増え、職住近接

も増加している。世田谷に住んで、事業を営み、

働くことができる社会を目指す。そのためにも循環

型地域経済の実現。 

―

・公共サービス、公共事業の品質の確保 

・住民、事業者、労働者の相互理解 

・災害対応のハード・ソフトの強化 

・福祉環境の整備 

・世代間交流 

・地域コミュニティの活性化 

・市民活動の活性、交流 

・文化的、知的財産（ハード、ソフト）の保護、

継承 
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経済・

産業・

労働

世田谷区

商店街振興組合連合会

5つのコンセプトの内、「子どもを中心に据えた施策

の組み立て」については、なぜ子どもを中心にする

ことが必要なのかをより明確に説明する必要があ

ると思う。

おそらく、このようなコンセプトに基づく施策により、

高齢者、障害者、地域経済活性化等にも資する

行政計画となるということを述べることが良いのでは

ないか。

「全国をリードする・・・」という言葉は魅力的であ

り、区民の心をつかむ効果はある。しかし、「他自

治体をリードする」ことが目的であると誤解されるこ

となく、他に類を見ない新たな施策にも臆すること

なく取り組むという強い意志を示す工夫が必要だ

と思う。

「世田谷ブランド」に関する区民の意識は多種多

様であると思う。

特別区制度の制約の中で、世田谷区の特性を

生かしつつ区民生活の向上が期待される具体的

な計画の策定を望む。

15



分野 団体等名
Q1. 次期基本計画におけるコンセプト

（計画全体を貫く基本的な考え方）

Q2. 次期基本計画における基本方針

（目指すべき将来像）

Q3. 基本方針の実現に向け分野横断的に

重点的に取り組むべき課題について
Q4. その他
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経済・

産業・

労働

日本チェーンストア協会

関東支部

次期基本計画の３番目のコンセプトとして、 「参

加と協働により住民主体で誰もが主人公」とある

が、 「参加と協働により」と「住民主体で誰もが主

人公」の間に、 「共に認め合い」を加筆してはどう

か。

こうすることで、多様性を認めた社会を前提として

いることが 区民の皆様に伝わりやすくなると考える。 

【案】「参加と協働により、共に認め合い、住民主

体で誰もが主人公」 

次期基本計画の５番目に、「全国をリードする区

政運営」とあるが、果たして区民の皆様は、こう

いったことを望んでいるのか。区政運営に大切なこ

とは競争することよりも協力し合い共に成長するこ

とではないのか。

ご存じの通り世田谷区は２３区内で面積が一番

広く、人口も一番多い区である。また、人が生きて

いく上で大切な自然環境についても、公園の数、

緑化率に於いて２３区内で練馬区に次いで２

番と、非常に恵まれた環境にある。そういった世田

谷区の特長を更に伸ばし、住みやすい街づくりこそ

区民が望んでいることだと考える。

「子ども・若者の健やかな成長のための環境」の具

体的な課題として、「子どもが生まれ・育ちやすい

環境の整備」とある。確かに子どもどまんなかの趣

旨から子どもを主体とした表現であることは理解で

きるが、ここはやはり素直に「子どもを産み、育てや

すい環境の整備」とすべきではないか。 

また、「新たな魅力の創出と世田谷ブランドの向

上」の具体的な課題として、「新たな魅力の創出」

「ブランド力の向上」とあるが同じ表現ではなく、も

う少し具体的な表現が必要ではないか。そもそも

世田谷ブランドとは何なのか。具体的な表記が必

要だと考える。

特に無し。

15

経済・

産業・

労働

世田谷区内農協協議会

世田谷区民1人ひとりが安心して安全に暮らせ、

子どもからお年寄りまでが、この場所で生活してい

きたいと思えるやさしいまちづくりを基本的な考えと

してアピールして頂きたい。インフラ整備、公共施

設の充実とともに、万が一の時の防災、防犯等に

対しての体制をお願いしたい。又、減税や弱者に

対して役所によるサポートの簡素化を希望し、みど

り33のように緑あふれるまちづくりを計画に沿って

実行してもらいたい。

・学校教育においては現在指導者に大きな負担

がかかっていている。それらを緩和し、教育の質の

向上を目指して行く為、現場に対して教育委員

会のさらなるタイアップの充実を図るお手伝いも今

以上に必要。

・これからの高齢者社会に向けて、お年寄りや病

人の方々が安心して暮らすには、介護人（ヘル

パー、リハビリ訪問医等）が増えるようにする為の

仕組みづくり。

・相続税によって毎年農地が減少していく中で、

都市農地の保全にむけての対策を希望し、農家

が農業を安心して続けられる基盤の充実に力を

入れて頂きたい。

・食べ物のむだを減らす（フードロス）、又自然環

境にやさしく、プラスチックのリサイクルやゴミ、電気

使用料の軽減をより一層加速させること。

・子どもへの手当てや優遇面を増やし、保育施設

等の用地確保に力を入れ、少子高齢化の中、親

が子どもを育てやすい環境を目指す。

・ITやネット社会に現在は成りつつあるが、それらに

対応できない高齢者が多数いるわけで、それらの

方々をサポートできる体制確立は必要であると思

われる。

世田谷区基本計画という計画が、世田谷区民に

対してそのような計画内容の理解が充分でないよ

うに思われる。これから10年間の重点項目等わか

りやすく、区民に今以上目に触れるような方法も

必要であると思う。

16



分野 団体等名
Q1. 次期基本計画におけるコンセプト

（計画全体を貫く基本的な考え方）

Q2. 次期基本計画における基本方針

（目指すべき将来像）

Q3. 基本方針の実現に向け分野横断的に

重点的に取り組むべき課題について
Q4. その他
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経済・

産業・

労働

連合東京世田谷地区協議会

全体を通して、労働者という視点を求める。コンセ

プトとして、生活者＝働くもの。区民が暮らしやす

い区を作るためにも必要である。

基本方針ごとに以下意見を述べる。

(1)子どもまんなか社会について

★子どもの貧困

労働教育と消費者教育の推進（社会で働くため

の必須知識の習得のため）

給食費などの学校徴収金の無償化（働く子育て

世代支援のため）

子どもの居場所作り（共働き世帯の増加への対

応）

(2)誰1人取り残さない社会について

女性支援「不妊治療や生理休暇の周知、DV相

談」（「女性」視点の必要性　※審議会委員から

出されたキーワードに「女性」がなかったため）

★生活困窮者の自立支援

外国人「働く外国人への就労サポート、労働法周

知」

(3)自然環境と調和した持続可能な社会

脱炭素社会の情報発信（区民、事業者への理

解促進のため）

(1)生活困窮者の就労と生活の自立のため、支

援策を強化すること。また、必要な予算の確保を

図るともに、国、東京都に対して財源確保をする

こと。

①生活困窮者自立支援制度の包括的かつ伴走

型支援の実施体制を強化するため、支援員・相

談員の増員、支援員のスキルの向上・維持のため

の研修、公契約による委託先事業者の支援員・

相談員の処遇改善を行うこと。

②重層的支援体制整備事業を実施し、生活困

窮、子ども、介護、障がい、保健、医療など関係

部課の横断的な支援を行うためのソーシャルワー

クスキルを有するコーディネーターを配置すること。

(2)「子どもの貧困」を解消するため、対策を強化

すること。

①子どもの生活実態調査を行い、教育支援、生

活支援、保護者の就労支援、経済支援を実施

すること。

特に無し。

再配達防止の周知、宅配ロッカーの設置（CO2

削減のため）

食品ロスの周知やムードの醸成（区民、事業者

への理解促進のため）

(4)全国をリードする区政運営について

公契約条例のリーディング条例区としての更なる

推進

地域通貨の活用（せたがやpay）

以下、審議会委員から出された「移動の円滑化」

という視点からの意見。

コミュニティーバスの維持運営（利用者運賃や運

営企業への助成支援）

運送ドライバーの駐車スペース確保

自転車事故対策（電動アシストや電動キック

ボード）

②子どもの教育の機会均等を保障すること。

1）就学援助制度における準要保護者の対象

水準の維持または引き上げを行うこと。

2）給食費等の学校徴収金を無償化すること。

3）困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業を

拡充するとともに、事業者への委託契約におい

て、教科学習に限らず、子どもの見守りおよび自

治体に福祉や地域コミュニティと連携した多様な

困難への対処についても委託条件とすること。

4）教育委員会と福祉部局が連携し、不登校の

児童・生徒への支援策として、当該児童・生徒が

学習・生活支援事業を利用した場合に、小中学

校へ出席したものとして扱うこと。

17



分野 団体等名
Q1. 次期基本計画におけるコンセプト

（計画全体を貫く基本的な考え方）

Q2. 次期基本計画における基本方針

（目指すべき将来像）

Q3. 基本方針の実現に向け分野横断的に

重点的に取り組むべき課題について
Q4. その他
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経済・

産業・

労働

世田谷地区労働組合協議会

５点にわたって整理されたコンセプトは、いずれも

重要なものと考える。とりわけ、未だにコロナ禍の終

息が明確に見通せない中、「区民の生命を守る」

という視点は、自治体の存立目的として地方自

治法に定められた「住民福祉の増進」という課題

に照らし、その根幹をなす概念であり、基底的な

規定として不可欠といえる。

また、地方自治を構成する「団体自治」と並んで

重要な要素として「住民自治」と、「国民主権」と

いう憲法原理に引き寄せて考えれば、「参加と協

働」は区政運営の基本思想と位置付けるべきも

のと考える。その際、単に「参加と協働」を唱えるの

ではなく、地域や地区の課題と論点を整理し、実

態を認識・理解するに足る行政からの適切で十

分な情報の提供と、これを前提に深められる認識

の共有化を通して形成され、発信される地域住

民の意見や提案をしっかりと受けとめる区行政の

姿勢としくみの確立を内包することが求められる。

この点では、2022年10月に施行された「区地域

行政推進条例」「同推進計画」に「住民自治

世田谷区においては、この間、「子ども・子育て」と

「高齢者・障がい者等福祉」を「区政の二大需

要」と捉え、世代間等の分断・対立ではなく、各

世代を通じ「誰一人取り残さない社会」という「共

生社会」づくりを進めてきたものと理解している。ま

た、コロナ禍の中、国等の対応が遅々として進まな

い中、「PCR・社会的検査」を「行政検査」に位置

付けさせるなどの例にみられるように、区から国や

東京都へ働きかけを強め、いわゆる「世田谷モデ

ル」を発信してきた経緯があると考える。

世田谷区では、1999年制定の「区産業振興基

本条例」を見直した「区持続可能な地域経済発

展条例」を2022年制定施行してきたことや、これ

に先立つ2015年施行の「区公契約条例」とその

運用を「進化」させ、「価格点」のみならず「公契

約評価点」を盛り込んだ建設工事に係る「入札

制度」改革、さらには、全部、全国をリードする「労

働報酬下限額」の改訂など、「ダンピングの横行と

官製ワーキング・プアを無くす」という方向性をも

ち、コロナ禍で喘ぐ事業者の経営環境改善も含

Q２の目指すべき将来像において整理された内

容と重複する部分が多いので、基本的にはそこで

表明させていただいた課題の実現を期待したい。

しいて言えば、「多様性の尊重と地域で安心して

住み続けられるための支援」に係る「人権問題へ

の対応」において、あらゆる行政サービスの源たる

区民の個人情報について、その情報主体がひとり

ひとりの区民であることに鑑みて、その収集、管

理、加工、提供、情報連携等において、区民の

自己情報コントロール権を最大限尊重・確保する

ものとなるよう、区の個人情報保護とセキュリティ

体制の整備を引き続き図られるよう期待する。

また、「貧困問題への対応」は、憲法上の規定は

もとより、地方自治法上の自治体の存立目的か

らみても最大限の配慮を要すると考える。

Q１からQ３の項で表明させていただいた意見を

前提としつつ、「まちづくり」に関して、現行の「区街

づくり条例」が内包する問題について意見を表明さ

せていただく。

「区街づくり条例」は、1982年に制定、1995年

に一部、2010年に大幅に改正され今日に至って

いる。当該条例は、制定当初、街づくりに住民の

参加と提案とその意思を尊重する仕組みを内包

したことで注目され、国の都市計画にも全国の街

づくりにも少なからぬ影響を与えた経緯がある。

区は、2010年改正時、ポイントとして、①「区民

が主体の街づくりを進める」と称して、「地区計画

等の素案の申出制度を規定する」ことや、「都市

計画の決定等を提案できる団体に地区街づくり

協議会を規定する」等、②「質の高い街を総合的

計画的につくっていく」ことや、「（都市整備方針

が）区の都市計画に関する基本的な方針である

ことを明記する」等、③「区民、事業者、区が、協

力して街づくりをすすめる」と称して、「大規模土地

取引行為の事前届出」や、「（大規模）建築構
の充実」や「区政への区民参加」の考え方を貫くこ

とが極めて重要である。この点では、2022年10

月に施行された「区地域行政推進条例」「同推

進計画」に「住民自治の充実」や「区政への区民

参加」の考え方を貫くことが極めて重要である。

め、区内で働く人も暮らす人も共に幸せになる方

策の発信が積み重ねられて来たと理解している。

「再生可能エネルギーの普及」と自治体間連携も

進められてきたと認識している。また、国が「個人

情報保護法」を制定する前から、「OECD理事会

勧告」が出されることにも先立って、「自己情報コ

ントロール権」を盛り込んだ個人情報保護に関す

る条例を全国でも早い時期に制定し、区民のプラ

イバシー保護を含む人権擁護の取り組みを積み

重ねてきたことも「世田谷モデル」発信事例として

特筆しておきたい。

「自己責任」と「経済的効率性」を強調することで

貧困と格差を生み出した社会の「分断と対立」の

歪みを是正し、「地域共生」と「コミュニティ再生」の

推進のためにも、「行政の責任ある関わり方」とい

う意味での「公共性の再生」こそ、区の目指すべき

将来像であると考える。

想の事前調整」を規定する等を掲げている。ところ

が現行条例は、「区民主体の街づくり」を謳いつ

つ、従前条例の第2条（基本理念）において規

定された「区民等の参加及び提案」が削除され、

従前条例の第7条（街づくりに影響を及ぼす行

為の調整）において適合させるべき調整対象を

区の「基本構想」としていたのを削除したうえで

「（都市整備方針等）街づくりの方針等」に置

換した経緯がある。また、「良好な建築構想の誘

導」のための「大規模土地取引行為の事前届

出」や「（大規模）建築構想の事前調整」に関

する規定が新たに定められているが、「法に基づく

都市計画事業に係る建築」は、この「適用除外」

としている。

当該条例の重要なポイントであった「区民等の参

加及び提案」が全文からも条項からも削られ、新

設された前文において、「区民等は参加と権利と

責任の下で合意形成に努めることが重要」と街づ

くりに対する「区民の責務」が協調される構成に

なった。
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経済・

産業・

労働

世田谷地区労働組合協議会

「基本構想」にかえて区行政の一方針に過ぎない

「都市整備方針」に「規範性」を持たせ、これを

「頂点」とした街づくり体系となっている。当時発表

されたパブリックコメントにおいても、「都市整備方

針の規範性」に関する疑問と懸念が多く寄せられ

た経緯がある。

条例から「区民等の参加及び提案」が削除された

ことに象徴されるように、「住民の参加と発意に基

づく街づくり」から都市整備方針という行政プランに

基づき、「行政インフラの担い手としてのコミュニ

ティ」への転換を内包したのではないかと懸念す

る。あらためて住民の発意を生かす住民自治の視

点に立った街づくりと区政運営のあり方の再構築

が求められている。そのことが、昨年10月に施行さ

れた「区地域行政推進条例」に基づく真に「参加

と協働」のまちづくりにもつながるものと考える。

18

保健・

医療・

福祉

世田谷区

介護サービスネットワーク

多世代・多様性の尊重をコンセプトとしてもいいの

ではないか。

無関心が社会全体の課題解決の大きな障壁に

なっていると思うので、他者に目を向けることができ

るようにするような方針があるといいと思う。

介護分野は人材確保が長年の課題であり、区民

が安心して地域で暮らすためには必要不可欠で

ある。独居高齢者への対策もとても重要になって

いる。

―

19

保健・

医療・

福祉

世田谷区高齢者クラブ連合会 ―

現在、世田谷区高齢者クラブ連合会の会員は減

少の一途をたどっている。その理由としては、活動

できる施設が少なく、活発な活動を阻害してい

て、会を退会している現状にある。高齢者が活動

しやすい地域づくりという方針であるのであれば、活

動できる施設を整備することを盛り込むことはでき

ないか。

― ―

19
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保健・

医療・

福祉

公益社団法人東京都世田谷

区歯科医師会

1）2025年にはいわゆる団塊の世代がすべて75

歳以上の後期高齢者となる。「高齢者の急増」か

ら「現役世代の急減」の時代へ移行することによっ

て、社会保障を支える現役世代の負担がさらに

大きくなるのでないかなど、様々な問題が生じるこ

とが予測される。しかし現役世代の減少に伴って

生じる多くの懸念に対してどのように対処していくの

か、その道筋は未だ明確に示されていないように思

われる。 

2）今回の新型コロナウイルス感染症の拡大局面

では、現役世代が大きな打撃を受けた。職を失

い、子育てや高齢者の介護ができなくなった家族

が発生した半面、施設の利用者や従事職員の減

少で福祉施設の経営が困難になり保育や介護

事業の継続に支障をきたした事業者もあった。

社会保障やセーフティネットの担い手である現役

世代の従事者が減る一方で、受け手である現役

世代がサービスを受けるために必要な収入の機会

減少に見舞われることになった。 

1）世田谷区における歯科医療や健診の概況は

「データでみるせたがやの健康」（世田谷保健所

発行）に見ることができるが、むし歯のある児童数

はこの15年間をみても大きく減少した。子ども世

代では母子保健法や学校保健安全法で歯科健

診が実施されたことにより口腔衛生の状況が著しく

改善された。 

高齢世代では全国で80歳以上になっても20本

以上の自分の歯を保っている国民は30年前には

1割にも満たなかったが平成28年には51%の人

が20本の歯を保つようになったという調査もある。

健康増進法で40歳以上の成人に対しては歯周

疾患検診が実施されるようになったことで顕著に改

善されたと考えられる。 

歯科健診が歯科治療や口腔衛生の向上に大き

な成果をあげてきたといえる。 

1）地域包括ケアシステムは子ども、高齢者、障

害者という区分を超えて、地域全体で「丸ごと」対

応しようというものといえる。医科、歯科だけでな

く、各職種の関係者の連携が欠かせない。 

在宅の歯科診療や健診をさらに歯周病の予防や

摂食嚥下に関する指導、生活習慣や食生活へ

のアドバイスにまでつなげるためには、薬剤師、保

健師、看護師、管理栄養士、理学療法士、作

業療法士、介護福祉士、介護支援専門員など

各職種との協働なくしては、不可能である 

2）これらの職種間の連携に関しては、既にあんし

んすこやかセンターなどを中心に「地域包括ケア会

議」や「医療と福祉の連携交流会」が開催されて

いるのをはじめ、様々なレベルで連携活動が行わ

れている。コロナ禍にあって会議に開催に困難を来

たした時期もあったが、ITシステムを活用するなど

関係者の粘り強い努力により再開、継続されてい

る。 

現役世代急減の時代を先取りしたような状況を

経験したといえる。

コロナ禍で生じた問題点や反省点を点検し、今後

取り組むべき課題として計画の内容に反映できな

いか。

3）基本計画の策定にあたっては、現役世代の

生活を将来にわたってしっかりと支えるためにはどの

ようにしたらよいか、基本的には我が国の経済政

策や成長戦略の問題ではあるが、地方自治体と

しても、どのようなことができるのか、どのような役割

を果たせるのかをという視点を根底に据える必要が

ある。

4）基本計画で解決に取り組むべき課題は世代

や年齢階層によって大きく異なる。基本的に三つ

の世代に区分して現行の制度や事業の現状を分

析、評価し、課題や将来像を描くことがベースにな

るものと考える。

2）高齢世代の増加により医療や介護の役割が

高まったことを背景に、平成23年には「歯科口腔

保健の推進に関する法律」が施行された。また口

腔の健康管理が全身の健康維持と深くかかわると

いう指摘が広がり、令和4年6月に公表された政

府の「経済財政運営と改革の基本方針2022」

では「生涯を通じた歯科検診の充実」が盛り込ま

れた。

口腔衛生向上への取り組みは進んでいるとはい

え、この間、医療技術の進歩や社会の高齢化に

伴い、歯科医療をとりまく環境は大きく変わってい

る。むし歯の予防から、子ども世代は発達途上の

口腔衛生管理、現役世代は生活習慣病の防

止、高齢世代はオーラルフレイルへの対処などへと

歯科領域の課題も変化してきた。

3）かつて我が国の歯の喪失原因の第1位はむし

歯であったが、現在は歯周病である。

歯を失う一番の原因となる歯周病の自覚症状は

40歳代で現れるようになるが、高校卒業期の18

歳から歯周疾患検診の始まる40歳までの働き盛

また歯科医師会でも「在宅療養者のための多職

種交流会」を開催するなど、職種を横断した交流

を行っている。しかしなから、このような職種を越え

て関係者が連携に向けた努力を行っていることは

あまり知られていない。関係者間の情報にとどまっ

ており、もっと多くの人々に知ってもらうことで在宅

サービスに対する理解が広がり利用者も増えるの

ではないか。

種々の連携活動を計画のうえで体系的に位置づ

け、織り込むことはできないか。

このような連携活動は福祉保健領域間だけでは

なく、教育や産業領域などとの間でも考えられるの

ではないか。

20
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保健・

医療・

福祉

公益社団法人東京都世田谷

区歯科医師会

5）子ども世代　0歳～18歳までの年代。地域で

安心して子どもを産み育てる環境づくりが基本であ

る。既に実施されている現行の制度やサービスが

現在の家族状況に照らして適切な水準や条件を

満たしているか、改善すべきものはないのか、などの

視点から現状を分析、評価することが出発点にな

る。

6）現役世代　18歳～65歳までの年代。生産

年齢人口に区分される年代であり、子ども世代や

高齢世代を支え、次世代を自立させる世代であ

る。

しかし、そのための生活の安定、就業機会の確

保、産業活動の維持など課題は多いものの、現

役世代を支える制度やサービスが見合ったものに

なっているかどうかの現状分析や評価は十分行わ

れているとはいえない。

7）高齢世代　65歳以上の年代。次世代を産

み育て自立させる役割を終えた人々が安心して

老後を過ごせる環境づくりが柱となる。老後を在

宅で過ごす人や施設で過ごす人などに生活形態

りの世代には歯科健診の機会は無いに等しい。

事業所での歯科健診は一部の職種を除き少ない

が、近年、職域での歯科健診に対する関心が高

まりつつある。歯周疾患の大きな要因である生活

習慣病は現役時代の生活習慣から始まることが

多い。現役世代では高校卒業以降の歯科健診

や保健指導の空白期間をどのように埋めていくか

が課題である。

4）高齢世代は年齢の進行に伴い、日常の行動

力や認知機能の衰えなどからオーラルフレイルに

なって、口腔の衛生を保てなくなり、全身の不健

康、身体の老化、弱体化が進みがちだ。オーラル

フレイルは身体の衰えであるフレイルと同様、適切

な対応をとれば衰えを先送りできるとともに機能を

戻すこともできるとされているが、オーラルフレイルに

対する社会の認知度はまだ低く、対策は始まった

ばかりである。口腔機能の管理は誤嚥性肺炎や

低栄養を防ぐうえでも必要であり、介護予防や日

常生活支援事業のなかでオーラルフレイルへの取

り組みを促すことが高齢世代の課題である。
分かれるが、今後、在宅生活者が増えてくることを

予測すれば、地域で過ごす高齢者を地域全体で

支える仕組みづくりが基本課題である。

8）一方、現在、国や地方自治体が取り組んで

いる福祉施策や事業は極めて多岐にわたってい

る。そのことが諸外国に比べても国民の生活や福

祉の水準を高めてきたといえるが、現役世代が減

少していくとすれば、今後も維持できるのか。

それを考えると、現在、構築されている制度や事

業が現役世代の減少に耐えられる仕組みになって

いるのか、コロナ対応の経験もふまえて検証し、そ

のうえで今後取り組むべき課題を見直す視点が必

要ではないか。

その検討素材となる事業実績などは公表されてい

るデータだけでも膨大な量にのぼる。しかし、その

データからどのようなことを評価として読み取るのか

が肝要と考える。

5）世田谷区の歯科医療や口腔衛生に関する

事業は「地域保健医療福祉総合計画」のもと、

「健康せたがやプラン」や「高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画」、「障害福祉計画」など個

別計画が策定されている。

さらに、これらに基づいて成人歯科健診実施要綱

（歯周病検診、産前・産後歯科健診、口腔がん

検診）や「すこやか歯科健診実施要綱」、「在宅

障害者・要介護高齢者訪問口腔ケア事業実施

要綱」などに基づき、「保健福祉総合事業概要」

では各事業の実績が記録されている。

しかしながら、学校や産業保健にかかわる歯科の

状況は福祉保健領域と別になっており、連続した

統計で見ることができない。ライフステージに応じて

生涯にわたり切れ目なく歯科健診を実施すること

よって歯科医療と口腔健康管理の向上を目指す

という観点から年齢階層に応じて一貫した計画を

示すことはできないか。それによって空白になってい

る新たな課題も見いだせるのではないか。

人生の各段階において、どのような歯科領域の

21
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保健・

医療・

福祉

公益社団法人東京都世田谷

区歯科医師会

施策があるのか一見して分かるような計画ができ

ないか。

また、成人歯科健診は最も基本的な事業である

にもかかわらず、受診率は「データでみるせたがやの

健康」では平成30年度5.4%程度である。利用

率の低い事業は原因を分析し、改善策を検討し

て既存事業の見直しを図ったらどうか。

21

保健・

医療・

福祉

公益社団法人

東京都玉川歯科医師会

コンセプトは多岐にわたっており、問題ないと考え

る。

９０万人を超える人口の世田谷区であるので、

他ではないような世田谷区独自の取り組みを計

画していただきたい。

どの地域でも同じであろうが、超高齢者社会を迎

え寿命の延伸だけではなく、健康寿命の延伸を図

るため必要な健診等の拡充を図ることをうたってい

ただきたい。 

健康都市世田谷であり続けるため、医科、歯科、

薬科における休日診療、夜間診療等を一か所に

集約して誰でもわかりやすい場所で行われることを

期待する。

22

保健・

医療・

福祉

世田谷区食品衛生協会 ― ― ―

世田谷区は日本全国の人々の大半は金持の区

であると思っているのではないか。しかしながら、ふる

さと納税が87億円もの金額になって、税金を区民

の為に使われていないとは思っていないと考えてい

ないのではないか。そこで、子ども食堂等、毎日が

食事も充分に出来ない人達の為、いかに貧困に

苦しんでいる人達が多くいて、その為にも、ふるさと

納税を世田谷区を選んでほしいと、返礼品があま

り魅力が無いので有れば実情を訴える方向に持っ

て行くべきではないか。

23

保健・

医療・

福祉

NPO法人世田谷区

視力障害者福祉協会

参加と協働については賛成できるが、行政だけで

の運営、街づくりには限界があり、社会福祉協議

会、介護事業所、福祉事業所等、地域資源を

活用しなければならない。

令和5年1月1日、「地域共生社会理解促進条

例」が策定されたが、ハード、ソフト面の理解促進

が弱く、当事者参加による心のバリアフリー理解、

インクルーシブな教育を重点に社会モデルを策定

しなけければ課題は解決できない。

障害者、高齢者等への情報伝達の手段にITを

活用した方法が主となっているが、情報を活用で

きない方への教育、研修の場が無く、孤立してい

ることが課題である。

ふるさと納税等で区の税収が減少し、学校、施設

の老朽化が目立っているが、ユニバーサルデザイン

の考え方から改築は当たり前であり、区民の安全

安心を受け入れるために改修等の計画は増やす

べきである。

24

保健・

医療・

福祉

世田谷区赤十字奉仕団

地域行政推進条例の基本方針で掲げている、

「まちづくりセンター及び総合支所が区民の意見を

聴き、これを区政に反映する仕組みを強化するこ

と。」を区の最上位計画にも盛り込んでいただきた

い。

世田谷区赤十字奉仕団は地区ごとの２９の分

団（下馬地区は２分団）があり、まちづくりセン

ターが事務局を担っている。赤十字活動をしていく

中で多くの課題があり、その内容は分団（地区）

によって様々である。分団に最も身近なまちづくり

センターに意見を言えば区政に反映される「打てば

響くまちづくり」を実現させてほしい。

整備が不十分でガタガタの道路があり、車いす、ベ

ビーカーやシルバーカーの通行が大変だという話を

奉仕団員から聞くことがある。基本方針の「誰一

人取り残さない社会」の実現に向け、誰もが使い

やすい道路を整備していただくよう要望する。また、

買い物難民を出さない工夫も併せて検討してほし

い。

世田谷区赤十字奉仕団には、２９の分団があ

り、それぞれの地域、地区に根差した活動を行っ

ている。日赤委員会（全２９分団の分団長で

構成する会議）や研修会で集まった際に、それぞ

れの分団がどのように活動を行っているのかを話し

合う等、良い意見交換の場となっている。

世田谷区は南北の交通が悪く、意見交換の機会

を増やすことが困難となっている。特に、奥沢地

区、九品仏地区は本庁舎へのアクセスが悪く、相

当の時間を要する。バスの運行はあるが、経由地

が多く、時間がかかるため、現状満足できるもので

はない。今後解消していただけるよう検討していた

だきたい。

また、南北の交通の便をよくするため、「エイトライ

ナー構想」を推進していくべき。南北の行き来でき

るようになれば、分団間の交流がより活発になり、

奉仕団の活動がより活性化されると考える。

22
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保健・

医療・

福祉

NPO法人

世田谷区聴覚障害者協会

基本的コンセプトには異論はないが、 基本方針

「誰一人取り残さない社会」との整合を鑑み、 「区

民の命を守る」こと、 「住民主体で誰もが主人公」

であることについて、 障害者権利条約やSDGsが

目指す 『誰一人取り残さない』社会であることを明

記していただきたい。

音声言語（日本語）中心の社会の中で手話言

語で暮らすきこえない人には様々なバリアが存在し

ている。 

手話言語で生活するきこえない人たちがいることを

忘れることのないよう、 誰一人取り残さない社会に

示している「多様性」の中に手話言語もあることを

踏まえてほしい。 また、心が豊かになる社会として、

手話や多様性に関する教育・普及などの取り組

みを進めてほしい。

（1）きこえない人の言語権をまもり、様々な差

別を解消する「世田谷区手話言語条例」制定を

進めていただきたい。 

（2）子どもど真ん中社会を考えていくとき、きこえ

ない子どもの地域学校でのインテグレーションなどの

課題も取り残すことのないようにしていただきたい。 

（3）地域で安心して住み続けられる社会として

「災害への備え」があるが、きこえない人に防災無

線などの情報が伝わらず、避難所においても音声

で出される様々な情報が伝わらない、遠隔手話

通訳システムがないなどの課題がある。日頃から情

報アクセシビリティの配慮を行う施策が必要であ

る。 

（4）「世田谷区障害理解の促進と地域共生

社会の実現をめざす条例」に示す様々な施策の

実施が課題であり、非音声言語での対応（手話

通訳や文字情報・光情報などの視覚情報）や小

学校等における手話言語の理解の促進を進めて

いただきたい。

26

保健・

医療・

福祉

区内

特別養護老人ホーム施設長

会

今後は、高齢者の増加と定年退職後も働く高齢

の就業者の人数の増加が予想されるため、子ども

と同様に"高齢者対策"もコンセプトに盛り込むべ

き課題であると考える。

― ― ―

27

保健・

医療・

福祉

特定非営利活動法人

せたがや福祉サポートセンター

「参加と協働により自ら地域を支える存在として区

民主体の参加を進める」とコンセプトに入れてほし

い。区民に自己参加・参画をもっと意識してもらえ

るよう工夫すべきではないか。

「自然環境と調和した持続可能な地域社会」にし

ていただきたい。地域住民との協働なくして持続可

能な社会は得られない。

地域で安心して住み続けられるための支援として

は、「支え合いのまちづくり」が不可欠である。支え

合いのまちづくりのための具体的なプランが必要で

ある。

いろいろな意見が出ていて、ちょっと安心だが、９

１万の区民が住んでいるのでもっと多様な意見が

あっても良いのではと思う。区民参画型とは、まず

意見を言うことからとなるため、もっと多くの区民か

らの意見集約に努めていただきたい。
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保健・

医療・

福祉

世田谷区保護司会

●区民の命を守る

・自分の生命を守るのは、行政ではなく自分自身

ではないか。世の中があなた任せになっており、自

分の意志で決定し、行動し、成果を挙げるといっ

た人間として一番原始的なことがなおざりにされて

いると考える。「区民の生命を守る」というと聞こえ

はよいが、本当の意味でそのようなことができるのか

と問いたくなる気持ちがある。国全体が縮小傾向

に向かっている時代だからこそ幻想やきれいごとは

捨てて、一人ひとりの区民と対話するような意識を

もって世田谷区の計画を考えていくべきではないか

と思う。

●子どもを中心に据えた施策の組み立て

・子どもに掛かる社会的な費用が諸外国に比べて

かなり低いという記事を読むと、これから国としてど

ういう方向に進むかに基づいた子ども施策を立案

して必要な経費を担保するという考え方はそうある

べきだと思う。同程度以上の経費をかけて、自己

実現の達成や社会的な価値の向上や社会的

ニーズにつながるような施策を組み立て、実行させ

●子どもどまんなか社会

・子ども施策を上位に位置付けるのは賛成だが、

社会の中心になって働く層に対しても視点が当た

るような打ち出し方をしていただきたい。

●誰一人取り残さない社会

・誰一人取り残さない社会を目指しますとするなら

良いと思うが、本当にできないならばこういうことを

前面に出さないで表現の仕方を工夫すべきでない

かと思う。

●心が豊かになる社会

・分野横断的なまちづくり、ウェルビーイングな社

会、地域が人を育てる力といった説明されないとわ

からない表現や行政の方の専門用語のような表

現は表現の仕方を変えていただきたい。

●自然環境と調和した持続可能な社会

・環境と調和した持続可能な社会の表現が具体

的によくわからない。右欄のキーワードを総合した

内容という理解が、環境分野の説明はふわっとし

たものが多くて、カタカナも多く特にわかりにくいよう

な気がする。

●子ども・若者の健やかな成長のための環境の確

保

・子ども・若者がおかれている世代単位の環境面

での課題と出生人数の減少に対応するための課

題解決があると思う。前段は、正直これからの世

の中でどういう人物が望ましいのかわからない。多く

の若者が大谷選手のようになれるわけではなく羽

生選手のようになれるわけではない。普通の子ど

も・若者が成長できる環境の整備は重要だが、特

筆すべき能力を持った若者がいたらその能力を長

期的に伸長させる仕組みづくりは必要ではないか

と思う。それと昔にくらべて意欲がかなり低下してい

る若者もいるように思うので、そうした人の再挑戦

の仕組みづくりも必要ではないかと思う。

●新たな学校教育と生涯を通じた学びの充実

・今後の教育環境の整備は将来の日本にとって

極めて重要であることは反対されることのない事実

だと思う。しかし、これまでの教育に対する評価が

国民の一般的な認識として定着していないことが

現在の日本の置かれている状況だと思う。

特に無し。

加えて、この10～20年のうちに日本をもう一度上

昇志向に再生させなければマイナスのスパイラルか

ら抜け出せなくなる。そのため、現在働いている世

代に対しても、意欲を高め、成果を上げ、個々が

果実を受け取り、結果的に投下資本が社会に還

元されるような社会構造に変革していく必要があ

る。社会の中核をなす中間層に対する施策をもは

や決して国だけの仕事ではないのではないか。

●参加と協働により住民主体で誰もが主人公

・私も貴方も主人公というふわふわしたコンセプトよ

りも小さいときからの教育を再考する意味でも自

分が周囲の人と協力して今までなかった仕組みや

サービスを作り、それが周囲に受け入れられたとか

利益があがったとか喜ばれたといった自分の行動や

他人への共感や他人への称賛といった経験量を

世代単位で経験させ、最終的には社会での困り

ごとを改善するためにNPOを作ったり困りごとを解

消するサービスを提供して利益を得たりといった経

験値を増やす教育を進めることが早道ではないの

か。

新しい内容が続々と誕生する分野なのかもしれな

いが、表現を工夫していただいて誰でも具体的に

想像できる内容にしていただきたいということと、太

陽光パネルの設置のように区民に（都民に）選

択肢のないような判断を強いるような方針を立て

るのはやめてほしい（環境のためと言われれば誰

もが納得しなければならないというのは考え方とし

て間違いではないかと思う）。

●全国をリードする区政運営

・昔は確かに「…の世田谷」と呼ばれたことはあった

かと思うが、現在は順位を競うような表現は時代

にそぐわないと思う。世田谷区民にとって一番優れ

ているサービスを提供することに汗をかくことは大い

に賛成するが、自分から「全国をリードする行政」と

か「23区で初の」とか表記すべきではない。

「××学習」という学習がブームのように次から次へ

と登場し、いずれもたいして成果が上げられずにい

つのまにか消えてしまったという印象をもっている。

現状の日本を考えると失敗している時間は余り残

されていないと思うので、きちんとした研究のもとに

成果があがっている手法を導入し、後日の成果検

証や公表もセットにして国力を上げるための方策を

とってほしい。加えて生涯を通じた学びの充実は、

諸外国にはたくさんのサンプル例があると聞いてい

る。良いものを順次選択し、家庭でも安価で受講

できるような仕組みを東京都や賛同してくれる自

治体のネットワークの中で構築してほしい。今後、

長期間労働につくことは規定事実化しつつあるの

で国、都、区などが役割分担した上で実現させて

ほしい。
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保健・

医療・

福祉

世田谷区保護司会

普通の人は毎日必死に働いていて、「施策への参

加と協働によりみんな主人公になれる（なろ

う！）」と言われてもそんな暇ないよと考えるのが

普通だと思う。

●災害と環境を意識したライフスタイルの定着

・災害施策や対策について適用範囲を区全体で

はなくもっと細分化すべきではないか。これだけひろ

い世田谷区をおおくくりに考えても本当の災害発

生時に現実に対応できることは極めて初歩的な、

誰が考えてもわかる程度の内容なのではないか。

例えば豪徳寺と下北沢と二子玉川と成城学園で

は考えなければならないことはかなり異なると思う。

そこを100ページ以上もあるような資料を作成し、

更新していっても本当に考えなければならない問

題は、まず豪徳寺特有の課題であり、それは隣の

梅丘の課題とも異なるものと考えている。今の災

害に対する区のアプローチはそろそろ考え直したほ

うがよいのではないか。ライフスタイルの定着はその

あとの問題だと思う。

●多様性の尊重と地域で安心して住み続けられ

るための支援

・この問題は広く世界でうまくいっている国や地域

の実例を多く参考にしながら一つひとつ取り組んで

いく必要がある。商売人にとっては爆買いしてくれ

る人が神様でもごみ捨てなどの生活ルールを守れ

ない人は町会・自治会にとって近隣に住んでほしく

ない人になる。一方で、労働力不足には外国人

の就労がまったなしと言われている。こうした二律

背反のような課題が多様性の尊重は混在する分

野だと思うので、うまくいかなかったら別の方法にす

ぐさま変更するくらいのつもりで対応することが必要

だと思う。

●誰もが活動しやすいまちづくりと地域力の向上

・単純に考えると自分の給料で生活できる住居が

あって商店などで買い物ができ、病院や公園や各

種サービス業の店舗等が生活圏に集積し、通勤

や通学が負担にならない時間で担うことができるま

ちというイメージをもっている。世田谷区内の各地

がそういった視点で適合しているかどうか、適合して
●地域や地区の特性や課題を踏まえた施策展

開

・地域行政に関する条例が制定されたことは認識

しているが、地域での大きな課題は町会・自治会

活動の崩壊の危機である。同じメンバーでの活

動、後継者の不足、メンバー以外の募金活動な

どへの無理解がコロナ以降もさらにひどくなっている

と感じる。地域行政の条例の内容を見ても、この

先の我々の活動への道筋を示してくれるヒントは

何も記載されていなかったように感じている。これは

何を意味するかというと区役所の皆さんが様々な

職場で実施してきた〇〇委員の推薦、××事業

の協力者の選出といったことができなくなる可能性

を意味する。今まである意味持ちつ持たれつという

関係で進めてきた手法が使えなくなる可能性があ

るということである。そうした状況でどう施策展開を

図るのか、新しい地域活動の仕組みが構築できる

のか、今までの町会・自治会を行政の支援で再

構築していくのか…といった中から選択肢を探して

いく必要が生じるということである。町会や自治会

加えて世田谷区が住んでいほしい住民をどう設定

し、そのためにどういう工夫をするかということを長き

にわたって取り組み続けることが大切だと考える。

●脱炭素化の取り組みとみどりの保全・創出

・脱炭素化もみどりの保全・創出も専門性が高い

分野だと思う。職員の方は3・4年で異動していく

ため専門性の維持、発展のためには人材育成の

工夫が必要だと思う。計画を考えると同時に職員

の能力を高めるための方法もはじめから具体化し

てぜひ高いレベルでの行政運営を目指してほし

い。

●新たな魅力の創出と世田谷ブランドの向上

・魅力創出もブランド向上も民間企業も含めて世

界中で競争が繰り広げられている内容だと思う。

行政に勤務する皆さんや区の関係団体に勤務さ

れる皆さんは魅力創出やブランド向上のための手

法みたいなものを学習されているのだろうか。素人

考えだが、一般的な方法論は理解したうえでその

うえで様々な内容を工夫していかないと成功には

おぼつかないような気がする。
後継者がいない場合、後継になることを誰も望ま

ない場合は、今までの活動が急に消滅するという

ことも可能性としてある。
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保健・

医療・

福祉

世田谷区

民生委員児童委員協議会

●災害と環境を意識したライフスタイルの定着

→以前の民生委員・児童委員（以下、民生委

員）の災害時における活動では「災害時一人も

見逃さない」のスローガンが掲げられていたが、11

年前の東日本大震災にて多くの民生委員が亡く

なった。災害時には民生委員は防災要員ではな

く、世田谷区の民生委員も災害が起きたら家族

の安否の確認や自身の身の安全を優先するよう

呼びかけている。平常時には、災害弱者とよく話し

合い、避難方法を決めておくことが重要だと考え

る。

・区民の生命を守る、それは、生活を守ることだと

思う。そこを踏まえるなら、これを最上位に位置づ

けることは、重要であると考える。

・子どもを中心にも大切だが、全ての人を、あらゆ

る意味ですべての人のことを考えるという方が、区

民には納得いくと思う。

◆誰一人取り残さない社会

→令和５年３月に民生委員にモバイルＰＣが譲

渡される。今後はこのＰＣを活用しながら活動す

ることになる。これまで以上に、民生委員活動にお

ける情報共有を図り、また迅速な対応が取れるよ

う活動を推進していく。

・「どまんなか」という言葉じたいが、好ましくない。

子どもに片寄りがちにきこえる。

・「子育てにやさしそうだから世田谷に住もう」という

のと同じように、例えば「年をとっても住みやすそうだ

から世田谷に住もう」というのでは駄目なのか。

・衣食あってこその礼節であり、心の豊かさへも心

が動くと思う。そこを、きちんとすくいあげていただき

たい。

―

・若い子ども世帯は親世帯との同居が少ない。親

世帯は「高齢者のみ世帯」となり、その後は「ひとり

のみ世帯」になり、そして空き家になる。近隣から

は野生動物（タヌキ、ハクビシンなど）の苦情が

出るため、空き家の活用など積極的にできないだ

ろうか。

・民生委員として子どもや高齢者など社会的弱者

に寄り添い、何か出来ないか、出来ることは何か、

と思う日々だが、担い手があまりにも少ない。本年

は全国一斉改選にあたり、努力はしたが、定数に

達していない地区が少なくない。対価とは思わない

が、区立の「特別養護老人ホーム」などの優先入

居など、区独自の欠員解消に向けた方法はない

か。区民・町会などへ民生委員のPRを多く出来な

いか。また、広報に関してはチラシPRだではなく、テ

レビCMのような形もとってほしい。

・住民の参画・協働ということであれば、既存の自

治会・町会の活用を考えてほしい。在り方を考え

なおし、てこいれをするにしても、直接住民が参加

していく組織として、リニューアルが必要だし、それ

は、一つ一つの自治会・町会役員等に強く働きか

けていくことが大切だと思う。超高齢化している自

治会・役員会の現状打破に区が強く動いて頂き

たい。

・地区の特性とはつまりそれぞれのくらしの在り方だ

と思う。集合住宅、戸建て、年齢層やくらし向き

等、お互いが知り合い、認め合えるまちがいいと思

う。

・子どもを中心に据えた施策について。太子堂地

区には児童館がない。四者連携と言われている

が、地元ではなく池尻地区から参加して四者連携

としているのは、おかしいのではないか。

・子育てひろばや高齢者のサロンを開催する施設

が少なく、社会福祉協議会や主催者が苦労して

いる。居住者が活動しやすいまちづくりをしてほし

い。

・民生委員活動における個人情報について。子ど

もの見守りについて、親の同意を取らなければ情

報を出すことができないことは理解しているが、手

遅れになることもあるのではないかと不安になる。

30

保健・

医療・

福祉

一般社団法人

世田谷薬剤師会

〇　区民の生命を守るということを最上位の考え

方に位置付けているが、「人生の100年の時代」

の中、区民の生命と健康を守るをコンセプトにした

方が良いと思われる。 

〇　災害と環境を意識したライフスタイルの定着の

他に 防犯（犯罪を生まない町づくり）についても

盛り込んだ方が良いと思われる。 

 

基本構想の９のビジョンの中の災害に絡んだ項目

として安心できるまちづくり等も入れた方が良いの

ではないか。 

特に首都直下型地震や、感染症流行時の危機

下における 医療機関の連携等の医療体制の強

化も入れた方が良いと思う。 

ここ数年の気候変動に伴った自然災害が多発し

ているでの取り組むべき課題として、脱炭素化の

他に「2050カーボンニュートラル」も入れた方が良

いのではないか。

区の財政について。 

今後、大幅な税収の伸びが期待できない状況の

中、これらの基本計画を推進していく上で財源の

確保は問題ないのか。 

法人住民税の一部の国税化、ふるさと納税等世

田谷区の財政は厳しいものがあると思うが、未来

につなげることが出来る区政の経営の基盤につい

ても基本計画の中に盛り込んでも良いかと思う。
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分野 団体等名
Q1. 次期基本計画におけるコンセプト

（計画全体を貫く基本的な考え方）

Q2. 次期基本計画における基本方針

（目指すべき将来像）

Q3. 基本方針の実現に向け分野横断的に

重点的に取り組むべき課題について
Q4. その他

31

保健・

医療・

福祉

公益社団法人

東京都柔道整復師会

世田谷支部

良いと思う。 良いと思う。 当会は柔道整復師の団体であり、柔道整復師の

区政策への活用を強く求める。 

先ず、医療と介護の分野では、地域包括ケア内

における立ち位置の明確化を明示すること。 

医療では、区民への接骨院の適正な利用を推奨

することで増え続ける医療費削減を図る。また、接

骨院の広告違反（看板・チラシ・HP等）及び保

険請求違反（不正請求等）の不法行為を世

田谷区では許さないという厳しい姿勢を求める。

介護では、接骨院内での介護予防事業の実施、

会場方式での介護予防事業の拡大（当会への

業務委託の増枠）を行う。 

区内に300件を超える接骨院があると言われる

中、区による指導管理が行き届かなくなっているこ

とから、不法行為を堂々と行う接骨院が増加して

いる。正しい接骨院の活用は、医療費の抑制や

介護予防事業の担い手として、区運営に必ずや

力になることをご理解いただき、指導管理を徹底し

て行うことと同時に活用していただきたい。

世田谷区は、【4.一番最後】にあるように、他の行

政をリードしなければならない自治体である。世田

谷が動けば、他の22区も同調するであろうし、市

町村部も追随するだろう。そして、その流れは全国

へと波及する。柔道整復業界には課題が山積し

ている。だからこそ、世田谷区に立ち上がっていた

だき、業界の清浄化に力を貸して欲しい。正しい

柔整の活用は、区を豊かにすることは間違いなく、

区民を支える力にもなる。

32

子ども・

若者・

教育

世田谷区私立幼稚園協会

基本的な考え方には賛同する。 

1.「子どもを中心に据えた施策の組み立て」 

①区内で中心に据えるべき子どもの減少、ひいて

は就学前乳幼児を育てる若年子育て家庭が住

める基盤やまちづくりを推進すべきではないか。

（住宅整備・家賃・地価・教育保育の無償化・

医療費・公園・児童館・ショッピングセンターなど） 

 

2.「住民主体」 

①意思決定がスムーズにはこぶような仕組みづくり

は重要だが時間がかかりそう。行政としての施策と

住民の意思が乖離している場合、施策がぶれるの

では。 

基本方針には賛同する。 

乳幼児人口減少の中で、子どもどまんなか、世田

谷モデルなど、乳幼児教育、保育が存立し、円滑

に、質の高さを維持し、新たな取り組みのために世

田谷区独自の基準作りや制度づくりが、「子どもど

まんなか社会」作りに寄与するのではないかと思

う。

取り組むべき課題には賛同する。 

子どもが生まれ育ちやすい環境のために、乳幼児

教育、保育の確かな下支えを担うことができるよ

う、制度や取り組みを出し合うことが重要である。 

いわゆる「世田谷」という名前の価値が、乳幼児を

育てる家族に具体的に実感できるような施策に、

幼稚園、こども園、保育園は寄与していきたいと

思う。

全体的に抽象的な方針や重点課題が多く、実際

にどのような具体的な事業や施策につながっていく

のか、想像しづらい。 

現在の世田谷区で具体的に直面している課題や

問題、改善点などへの対策も、引き続き行われて

いく中で、新たな基本計画が生まれ出てくることを

期待する。 

日頃より乳幼児保育、教育や施設維持にご支援

を頂いていることを感謝し、引き続き次期基本計

画において改善につながることを願う。

33

子ども・

若者・

教育

東京都認証保育所協会

世田谷地区

世田谷区では23区の中でも特出、人口規模が

大きな区である。東京都を代表するような区として

リーダー的存在である。それらにふさわしい区として

多摩地域を含めた考えも取り入れ、東京都と共

同で世界をリードする巨大都市の在り方を示せる

基本計画を願う。

現在、世田谷区では九つのビジョンを掲げており、

【個人】【子ども教育】【健康】【災害】【環境】【産

業】【文化】【まち】【参加】で基本構想を構成して

いる。ここに【多様性】を追加したらどうか。最近で

は同姓どうしのパートナやLGBTなどのマイノリティー

の方の理解が求められている。そのような少数派の

方の理解がないと、学校や職場でのイジメやパワ

ハラなどの事案につながりやすくなる。世田谷区で

はパートナーシップ制度を取り入れているので、【多

様性】のビジョンを追加してほしい。

分野別での基本的考えは、世田谷区の周辺地

域23区、多摩地域を含めたパートナ行政としての

考えで策定願う。特に境界を接する狛江市、調

布市、武蔵野、渋谷区、新宿区などを含めた分

野別の課題を考えて欲しい。

基本計画ではさまざまな計画や政策をマッチング

するように策定されている。さまざまな分野や主体

を横つなぎ、組み合わせることで、課題解決の力

を高めるよう、相互に協力して政策を進めることを

提唱している。 

それらに加えてほしいのは、「人にやさしく」、「誰に

も分かりやすく」「便利」「安心安全」などの課題解

決を含めていただきたい。 
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分野 団体等名
Q1. 次期基本計画におけるコンセプト

（計画全体を貫く基本的な考え方）

Q2. 次期基本計画における基本方針

（目指すべき将来像）

Q3. 基本方針の実現に向け分野横断的に

重点的に取り組むべき課題について
Q4. その他

34

子ども・

若者・

教育

世田谷区立

小学校PTA連合協議会

コンセプトのついては特に異論などは無い。 

 

基本方針についても特に異論などは無い。 取り組むべき内容についても特に異論などは無

い。

コンセプトや基本方針、また課題などについてはお

およその問題として挙げられている内容になると思

う。 

これらをいかにして実行するか、ＰＤＣＡをどのよ

うに回していくかが重要で、実際に計画について現

場サイドまで理解、確認されているかはなはだ疑

問である。 

現状抱えている問題について対策を考えることは、

言い過ぎかもしれないが誰でもできる。 

立てた計画をどのように実行するか、実態を確認

するか、それに対してどのように改善するか、単にお

題目の計画の立案だけではなくスピーディーに実

行できるような計画を立案いただけるよう要望す

る。

35

建築・

住宅・

交通

世田谷建設協同組合

基本計画全体のコンセプトについて、「区民の生

命を守る」や「災害を環境に意識したライフスタイル

の定着」など区民の生命と財産を守る点は評価で

きる。一方で地域で暮らす住民の日常生活に関

することが考え方の中心をなしており、もう少し地

域で事業を営む事業者への配慮も考えていただ

ければと感じる。特に建設協同組合より推薦を受

けて公契約適正化委員会の委員として本件に回

答する立場として、災害時には、区内事業者によ

る対応が必要不可欠でありながら、日常的な方

針のなかでは触れられる機会が少なく、いざ災害

時にその対応を求められる状況下に少々違和感

を感じ得ない。区民の生活の中で働くことも大きな

要素だと考える。他の方針では、その働く場所をつ

くる区内業者の育成を掲げており、整合性をとるた

めにも、次期基本計画には産業面に関する考え

方をコンセプトに入れるべきではと考える。

基本方針について、「子どもどまんなか社会」、「心

が豊かになる社会」など生活する上で必要な方針

が掲げているが、先ほども記述したように産業面へ

の言及がなく、区が区内産業をどう考えているのか

見えない点に違和感を感じる。人間の基本である

衣食住を実現する中で、働く場所をどう整えていく

かという視点で見ると区内での働き、居住し、子

育てできる環境を整えることも検討すべきではない

か。方針にある全国をリードする区政運営を実現

するためにも地住地労できる環境づくりを目指すこ

とで自立した区政運営につながるのではないか。

世田谷区は、他者から見ると裕福な自治体でと

か、高所得者層が多く居住しているなど、イメージ

面が先行していると思う。一方で道路が狭かった

り、区民全員が使えるような体育施設も十分では

ないと感じる。区も大蔵の厚生年金体育場や上

用賀公園など拡張や検討してきたようだが、区民

の健康面を伸ばすためにも日常的にスポーツがで

きる環境を整えることで、子どもや若者の健やかな

成長のための環境の確保にもつながるのではない

か。もう一つ述べるならば、若者が区内で働ける場

所を増やすためにも産業育成と連携して取り組む

べきと思う。現在、働く場所はテレワークなどでその

場所を選ばない傾向にあるが、新たな魅力として

職住近接の実現を課題として掲げるべきと考え

る。

全体としてそこに住む人のことが先行しており、生

活する上で必要となる働くことへの方針が足りない

ように感じる。やはり、生活には仕事が不可欠であ

る。私たち区内で事業を営む者に対してもそうした

計画上の大きな担い手であると認めていただけるこ

とで世田谷区で事業を拡大しようと意欲も湧いて

くると思う。そうした事業者がやる気を持てる計画と

なることを希望する。
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分野 団体等名
Q1. 次期基本計画におけるコンセプト

（計画全体を貫く基本的な考え方）

Q2. 次期基本計画における基本方針

（目指すべき将来像）

Q3. 基本方針の実現に向け分野横断的に

重点的に取り組むべき課題について
Q4. その他

36

建築・

住宅・

交通

世田谷区建設団体

防災協議会

盛り込むべき考え方 

考え方の背景：新型コロナウイルス、戦争、気候

変動など前回の基本構想や基本計画以後、社

会情勢は大きく変化しており、９つのビジョンを生

かすためには、計画のコンセプトに情勢変化を考

慮し、さらに強く持続可能な社会をめざす視点を

盛り込むべきである。 

１、SDGsの視点をさらに盛り込むべき。「災害と

環境」を分離する視点も、この間のコロナ感染状

況も踏まえると必要かもしれない。 

２、地域産業について把握と認識の変更、育成

が重要。この間のコロナの状況でも生活関連産業

の重要性（エッセンシャルワーカー）が社会的に

認知された。ゆえに農業、商業、工業、建設業と

並んで医療、介護、福祉、保育、教育など生活

関連産業の重要性を次期計画に盛り込むべき。

災害時、地域建設業は重要なエッセンシャルワー

カーである。 

３、上記２と同様、地域産業育成と同時に「地

域経済循環」を計画全体の考え方として入れるべ

１、地域産業、生活関連産業を重視した社会 

２、地域経済循環を実現する社会（競争原理

社会から、価格競争だけではない付加価値も認

める穏やかな経済社会の実現＝世田谷ルール） 

９つのビジョンの基本的な考え方を実現するため

にも、個別分野の深掘りと同時に全体的・トータ

ル的視点から「分野横断」を考えるべき。 

例）産業→生活関連産業　災害時など対応す

る商業、建設、医療、介護、保育などの分野横

断。相互交流と理解、共感と協働。 

例）地域経済循環をあらゆる政策分野で導入。 

例）地域コミュニティの担い手、事業者・勤労者・

高齢者・各種団体などの構成要素を見直す。 

―

37

建築・

住宅・

交通

一般社団法人東京都建築士

事務所協会世田谷支部

環境を意識したとあるが、東京都が進める太陽光

発電パネル義務化は、政策としては最悪と考えい

る。中国新疆ウイグル自治区の市民たちの人権

弾圧のうえに生産されたものを、税金で補助をして

強制的に市民に使用させるなどのことがないよう

に、どこで作られたのか、人権弾圧のうえで生産さ

れていないかなどの、文書化が必要に思う。 

世田谷区は率先して人間の尊厳を守る政策を

とって欲しい。

自然環境と調和したとあるが、Q1の回答のとお

り、人権弾圧のうえに作られた製品は使用しない

という表現を加えていただきたい。

脱炭素化とあるが、改めて人権弾圧のうえに作成

された製品は使用しないと宣言していただきたい。 

単純に何でもかんでも脱炭素は区として宣言する

のはどうするのか、 本当に脱炭素化が正しいのか、

ヨーロッパ政府を信用しすぎではないか、科学的に

正しいのかどうか、確認すべきとは思う。

中国の新疆ウイグル自治区、香港、内モンゴル自

治区、チベット自治区などへの人権弾圧。これら

地域で生産されたものを区として使用することを推

奨することの無いよう、強く要望する。 

世田谷区は区民に優しい区を目指すところと思っ

ている。

38

建築・

住宅・

交通

公益社団法人東京都宅地建

物取引業協会世田谷区支部

子どもを中心に据えた施策の取り組みは、92万

人という人口を抱え少子化の現状を直視すると、

最も力を入れるべきである。

誰一人取り残さない社会は大変重要だが支援ば

かりでなく、共生社会の実現も大事である。

コロナ禍、職と住の環境が2年間で大きく変化して

おり、課題として追加すべき。

29



分野 団体等名
Q1. 次期基本計画におけるコンセプト

（計画全体を貫く基本的な考え方）

Q2. 次期基本計画における基本方針

（目指すべき将来像）

Q3. 基本方針の実現に向け分野横断的に

重点的に取り組むべき課題について
Q4. その他

39

建築・

住宅・

交通

世田谷ビル管理協同組合

区民の生命を守ることを基本にそこからすべての発

想の根本として考えていくべきではないかと思う。そ

こから行政が区民の生命を守ることをコンセプトとし

て区が区民の人命や人権を守る事を基本として

打ち出す施策に対して、どれだけの配慮があるか、

いかなる対策が講じられているかという視点に立つ

事が大事ではないかと思う。

新型コロナウイルスによるパンデミック、線状降水帯

による浸水土砂災害や超大型台風などの自然災

害、ロシアによるウクライナ侵攻や北朝鮮の数多く

のミサイル発射による戦争の脅威など物理的外的

要因から、区としていかに区民の生命を守るか、ま

た経済的だけでなく、人間関係などにより現代社

会生活の様々な関わりのなかで、多くのストレスや

精神的に苦しみその重圧によって自ら命を絶つな

ど人間の内面的な問題から生命を守るという考え

を区がいかにして施策におとしこんでいくかということ

が大事ではないかと思う。

現在の区の状況はよくわからないが

1、子どもの可能性を信じ挑戦することを本気で応

援し成長を真剣に喜びあえる文化の構築

1、不安や悩みがあっても相談できるサポート体制

だけにとどまらず、何でも相談、話し合える友達づく

り、人間関係のできる文化の構築

1、音楽、芸術、教育などを通して、人との交流を

深め異文化コミュニケーションをはかることでアンコン

シャスバイアスを排除する文化の構築

現在の区政の詳しい情報や状況がよくわからない

ので、具体的、重点的に取り組む課題については

何とも言えないが、Q2についての意見と重複にな

ると思う。

世界が戦争もなく平和であって、はじめて安心安

全で明るい豊かなまちづくりが推進できると思う。ま

ちづくりにおいて、その明るい豊かさは物理的な側

面や経済的な発展のみで推し量ることはできない

と思うし、区民を守るため個人を尊重し生命尊厳

の精神を政治、経済、教育、芸術などあらゆる分

野で打ち立てて現実化していく事が大事だと思う。

そしてそれが、区民の幸福のために寄与していく施

策となり、その先には悲惨な戦争と決別し平和を

築き上げていく。そういう考えの文化が根付いてい

けばいいのかなと思う。全国のモデルケースとして世

田谷区から発信できるもの、是非頑張って欲し

い。

40

建築・

住宅・

交通

公益社団法人全日本不動産

協会東京都本部世田谷支部

高齢者層の増加は今後も進むわけで、「子どもを

中心に」すると同様に＜高齢者層＞も柱の一つと

すべきではないか。 

子どもも高齢者も、その孤立化が次第に社会的

な課題となっていると考える。

「子どもどまんなか」は良いが、子どもの成長過程に

おける＜教育＞が「学校教育」だけではないことを

見直す時期にきており、＜新たな教育の場の創

出＞という発想が必要ではないか。

基本方針の実現には「分野横断的」は絶対条件

だと思うが、中心となるべき人間の横断的な枠組

みにはなっていないような印象を受ける。もう少し

＜横断的＞な想定の検討が必要ではないか。
―
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世田谷区マンション交流会

●区民の命を守る

・大地震対策を強調すべきではないか。

・行政任せでなく、住民意識の高揚や住民間のコ

ミュニティづくりを進める必要があると考える。

●参加と協働により住民主体で誰もが主人公

・言葉として「参加」（受け身）というよりは「参

画」であるべきなので、文中にもある区民（住民

主体で誰もが主人公）の「主体的な参画(計画

段階からの)と協働」など、発信の仕方を工夫して

は。

・「住民主体で誰もが主人公」については賛成で

あり、全領域に通じる最重要のファクターが「区民

の主体性」「主人公」であると考える。

●災害と環境を意識したライフスタイルの定着

・賛成であり、例えば区内の各マンション管理組合

は、屋上への太陽光パネルの設置や帰宅困難者

支援施設としての整備を検討するなど、今後さら

に「災害と環境を意識」していく必要があると考え

る。

◆全国をリードする区政運営

・賛成であり、他区、他府県はもとより、海外にも

誇れる区にしていく。そのためには、グローバリゼー

ション⇔グローカリゼーション（世界に通じる普遍

的な意識で物事を考えながら、地域の特異性も

同時に取り入れたサービスを行うこと）の意識での

区政運営が重要と考える。

■新たな学校教育と生涯を通じた学びの充実

・「教育の重視」は賛成であり、教育変革の時代

において施策を徹底的にすすめていただきたい。

・世田谷区は高学歴・高収入・高職位の雰囲気

に甘んじることなく、改革・改善を図るべき。

■新たな魅力の創出と世田谷ブランドの向上

・縦割り意識の払拭やＴＱＭ型展開（総合的

品質管理：業務のみならず経営全体で品質を

管理し区民ニーズへの適応や組織の長期的な成

功を目指すこと）並びに強いメッセージの発信によ

り、全体力としてのブランドのさらなる向上を実現

することが必要である。

・世田谷区基本計画は広範囲にわたる区政運

営の基本的な指針であるが、例えば世田谷区マ

ンション交流会からの意見はマンションに関すること

が中心になるなど、団体からの意見は当該団体に

関係する意見が多くなる可能性があると考える。

・世田谷区基本計画については、日常あまり意識

しないで生活されている区民もおられるため、説明

会などによる理解促進が必要と考える。

・当団体（世田谷区マンション交流会）の事業

企画にあたっては、できるだけ世田谷区基本計画

のコンセプト等を意識しながら検討していく。

・世田谷区基本計画の実現のためには、学術

的、管理的な議論にとどまることなく、これらを各領

域の実際（例えば教育問題等）に落とし込み、

ＴＱＭ型・全体最適型の取り組みを行うことによ

り可能になると考える。また、体制の改善改革

（縦割り打開等）や人材、熱量、特にこれから

は、何にも増して「区民の主体性と意識」が最重

要と考える。
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分野 団体等名
Q1. 次期基本計画におけるコンセプト

（計画全体を貫く基本的な考え方）

Q2. 次期基本計画における基本方針

（目指すべき将来像）

Q3. 基本方針の実現に向け分野横断的に

重点的に取り組むべき課題について
Q4. その他

42 無記名

このコンセプトで進めてほしい。 特に無し。 現在の区政においては、駅前までの自転車不法

駐輪が喫緊の課題であり具体的な課題として、

駐輪場設置を追加すべき。

特に無し。
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No. 意 見

１

前回、町会・自治会のことを申し上げたが、今回の議論にもあまり町会・自治会や商店街が出ていない。世田谷は、商店街
などが一生懸命頑張っていて、それと町会・自治会とが連携しながら地域ができていると思う。今回、せたがやペイが普及
しているのも、そういう下地があってのこと。「区民の生命を守る」「子どもを中心に据えた施策の組み立て」など五つの
コンセプトがあるが、町会・自治会や商店街が、今担っていることが多いと思う。そういう今やっていることなしに考えて
いくのは非常に問題があると思うし、今までの実績を踏まえないと、これからさらに上を目指す計画はできないのではない
か。今までの実績等をもう少し委員と共通認識を図って議論をしてほしい。

２

「民生委員もなり手が少ないが、これも町会・自治会の加入率が低いことが関係しており、今後、さらに高齢化が進むと、
より大きな問題となってくる。町会の加入率が落ちていることによって、今様々な問題が生じていると思う。町会加入率
を上げることによって今問題になっていることで解決できることもかなりあると思うので、その辺のところも議論してほ
しい。

３

世田谷らしさというものが何で、そのために何をしていくのかという視点が欠けている。課題認識等を見ても、広く日本
が今抱えている課題等に基づいた意見であると理解できるが、都心に近い住宅街であるということ、人口が多いこと、ど
んな方が住んでいるか、などそうした共通認識が、委員の皆さんの中で統一されていないままに、何となくいいことを議
論しているように見えてしまう。改めて世田谷はこういうまちで、今欠けているのはこうした部分、といった共通認識を
すり合わせたうえで議論すべき。例えば、緑が多いというと練馬区、都心に近い住宅地というと、目黒区や川崎市などと
競合になるかもしれないが、そうした近隣自治体との違いをどう捉え、それを伸ばす、あるいは補うといった議論をして
ほしい。

４

世田谷という自治体に暮らしている区民が、豊かさ便利さということで考えたら、何が大事なのかということが抜けてい
ると感じる。世田谷は確かに良好な住宅街だが、ただ緑があって静かなまちだから暮らしやすいということはなく、近く
に買い物しやすい商店街があったり、交通の便がよかったり、そういう視点がすごく大事なのだがそうした視点が抜けて
いる。
商店街等が担う役割は非常に大事であるが、世田谷区は人口が多いわりに商店街への支援が中途半端ではないかと感じる。
区民が暮らしやすいということに関して、どういう視点を持っているかはすごく大事なことなので、ぜひその辺の視点を
持って議論してほしい。

【世田谷区議会企画総務常任委員会（12月19日）で出された意見＜第５回基本計画審議会へ報告した内容＞】
32



【第５回で委員から示された各テーマに関する主な意見】

意見交換のテーマ 発言者 委員から示された意見

子ども・若者が笑顔で
過ごせるために必要な
取組みについて

テーマに対するパネリストからの説明

汐見委員
（パネリスト）

◆子どもたち、あるいは若者たちが、自分の一生をどのようにつくっていくのかというライフコース、あるいはラ
イフサイクルの描き方が、かなり大きく変わってきている。これからのＤＸ社会の中で、どのようなことを必要と
しているかについては、若者たちの方がはるかに敏感で、それを受け止めた上で、企業活動に転換していくような
社会をつくっていかないと、若者たちが本当にさまよってしまう。その多様化が今、現実的なテーマになっており、
学校がどう対応できるかが１つの課題だと思う。

◆不登校の子どもの数が増えており、今の学校が子どもたちの期待に必ずしも沿う場所ではなくなっているという
ことを表している。今の子どもたちが求めているものと学校がミスマッチを起こしているということを認め、そこ
からもう１回出発することが大切だと思う。

◆一人ひとりの子どもが自分のしたいこと、これからやっていきたいことを見つけるというのが学校のテーマであ
り、状況に応じてカリキュラムの魅力を変えていく必要がある。自分で必要なものをどんどん学んでいくというス
タイルを、教師たちもみんなで話し合いながら実践してほしい。

◆これから自分たちの学校でカリキュラムをどう変えて子どもたちの学びの願いというものをどう受け止めていく
のか、また、教えの教育から学び支援の教育に変えるために何をやっていったらいいのか、といったことを学校の
先生同士が話し合いながら実践していける雰囲気や機運をつくっていく必要がある。

◆不登校の子どもたちへの支援に世田谷は非常に力を入れて取り組んでいる。カリキュラムを自分でつくるフリー
スクールというものを学校の中にもっといろいろな形でつくっていく必要がある。興味あるテーマで結びついたグ
ループが、お互いに教え合ったりしながら学んでいく自由さなども考えていかなければならない。

鈴木委員
（パネリスト）

◆多様な一人一人の個性を尊重すること、守ることを目指すべき方向性に盛り込むべきである。

◆虐待やいじめも良い方向に向かっておらず、陰湿化、悪質化しているという状況も感じる。また、教員側が、説
明はできないけれども守るべきものですという形で、校則を子どもに押しつけている事例も見受けられる。

◆「子どもの意見表明や子どものアドボカシー」と言われているが、まずは子どもたちの大人への諦めの気持ちか
ら、もう一度大人を信頼していいんだ、子どもが主人公ということを大人が本気で考えてくれているんだと思って
もらえるよう対応していく必要がある。
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意見交換のテーマ 発言者 委員から示された意見

子ども・若者が笑顔で
過ごせるために必要な
取組みについて

鈴木委員
（パネリスト）

◆子どもが自ら選択できる環境に置かれていない現状がある。子どもを大事に支え、子どものSOSを拾っていけるよ
う、教員や保育者が多様性の尊重について学習する機会を増やす必要がある。

◆子どもの個性を尊重し、子どもの個性を守るのは大人の責任であり、子どもが輝くよう大人側がしっかりと対応
しないといけない。

◆大人が子どもに何かを押しつける、何かを学ばせるのではなくて、子どもと大人は対等であるという考えに立ち
戻らなければならないのではないのか。

森田委員
（パネリスト）

◆子ども・若者が真ん中ということに対していろいろな異論が出てきており、子どもや若者に対する目線は、随分
変わってきている気がする。

◆子どもが若者になり、子どもを生み育て、人生を世田谷で送っていく。これまでは、そのためにどうしたらいい
かという議論を組み立て、世田谷に対する愛というものをつくり上げてきたが、結婚や子育てを希望しない人がか
なり増加してきており、世田谷の中での５０年ということが、もう想定できなくなってきてしまっている。これを
想定できないと愛は生まれてこないと思う。

◆貧困と暴力、安心なき安全が、子どもたちの居心地の悪さをつくり出している。大人たちがつくり出した経済的
に効率のいい場所ではなく、子どもは、失敗だとか、危ないところとか、汚いとかといったところの中で、いろい
ろな価値形成を行っていくため、決してきれいなところが子どもたちにとって居心地のよいところではない。子ど
もたちにとってとても大事なことは、主体として保障する、主体的な生活を保障するということである。

◆生きていく、暮らしていくことと働くことのバランスであったり、多様な関係性において自由とゆるみがあった
り、こうしたある種のバランスが取れており、子ども・若者たちには、ここで生きていくということを選べるよう
な、そういったメッセージが今必要なのではないか。

◆世田谷区で暮らし続ける要因の中には、住みやすさや地域の安全性、居住の問題などがある。若者たちが世田谷
に住むためには、高くなっている家賃を下げなければどうしようもない。日本中がこぞって若者世代を誘致しよう
とするためにやっていることは、世田谷区でも緊急で考えなければいけない。

◆多様な文化や価値を受け入れると同時に、不安や困った時の社会的な支援を行うことが非常に重要である。

◆若者の起業についてもっと積極的に支援すべき。また、伴走し続けるという仕組みが世田谷区の中にないと、若
者たちにとっては魅力が一過性のものになってしまうのではないか。
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意見交換のテーマ 発言者 委員から示された意見

子ども・若者が笑顔で
過ごせるために必要な
取組みについて

テーマに関する意見交換

鈴木委員
◆子どもがいない世帯もいる中で、子ども中心が共通のテーマでないような時代に、未来の世代、今の子どもを
守っていくという部分について、より力を入れて説明をすることが求められている。

鈴木委員
◆子育て世帯が地域でいつでも自由に外へ出られたり、いろいろなところに出かけて行って子どもが邪魔にされな
いということを目指すことが、すごく大事なのではないか。

森田委員 ◆若者たちと一緒に考え一緒につくっていくというスタンスは、すごく重要だと思う。

森田委員 ◆区民として誰もがこの世田谷区の中で育っていくといった生涯学習の基盤をつくっていく必要がある。

森田委員
◆親になる時期は社会との関係性が構築される時なので、地域とつながる体験となる手厚いサービスを市民と一緒
につくっていくことが大切である。

中村委員
◆今まで、保育あるいは福祉と医療の間、都が行っていた児童相談所と区の子育て支援との間、教育委員会とそれ
ら三者の間に壁があり、全国でこうした壁を打破していくことが目指されている。こうした状況を意識して、基本
計画や個別計画をつくっていく必要があるのではないか。

尾中委員 ◆基本計画策定にあたって、若い人たちを対象としたアンケートなどを行ってみてはどうか。

森田委員
◆挑戦的な教育・新しい学習は、PTAからも新しい教育課題や学習課題などが提示され、一緒に話し合いながら解決
していける信頼関係を築いていく必要がある。親たちがどのように参加し、教師や保育士、あるいはいろいろな支
援員たちとの信頼感をどう持てるかということにかかっている。
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意見交換のテーマ 発言者 委員から示された意見

目指すべきコミュニ
ティと安心して住み続
けるために必要な支援
について

テーマに対するパネリストからの説明

江原委員
(パネリスト)

◆「多様性を持つ人々」について、実は多様性の多様化が進んでおり、非常に多様な観点から違いというものを持
つ人たちが増えている。

◆「多様性尊重は自分事」であり、人生１００年時代というのは、誰もが変化し続ける時代である。だからこそ多
様性を尊重するコミュニティを目指すことは、多様性を持つ人々のためであると同時に、誰にとっても住み続けら
れる社会を目指すことになる。

◆多様性の人々が安心して住み続けられる支援とは、制度の落とし穴が少なく、特定のニーズに適合した具体的で
かつ的確な支援を行う必要がある。

◆多様性を持つマイノリティの方々は、傷つけられることを恐れて、支援の場そのものを避けるという傾向があり、
つながりやすい支援が必要がある。

◆支援する側とされる側が区別されている場所ではなく、誰でも参加できる居場所の形成と、参加者と支援者が分
離し、いつも的確に支援をする特別なニーズを持つ人のための支援の２つの支援の場が地域には必要がある。

中村委員
（パネリスト）

◆人材が豊富であるという世田谷区の特性を生かして、住民の力を引き出し、参加を促すコミュニティを目指す必
要がある。区民を施策の対象として捉えるのではなく、自ら地域をつくり支える存在として位置づけ、全ての人に
「居場所と出番（役割）」があるまちづくりを心がけるべき。

◆医療や介護や保育や教育などのベーシックなサービスをしっかりと維持することは、低所得の方々などに対して
逆進性を緩和する機能を持っているため、意識して政策を進めるべき。

◆活動と参加が地域でつながることを促し、住民が心身ともに健康である割合を高めることにも貢献する。住民主
体で構成する生活中心モデル（活動と参加）を重視していくことが目指すべきコミュニティの姿ではないか。

◆地域包括ケアシステムでは制度・政策は格段に整備されてきているが、課題はオペレーションである。従来は医
療と福祉、介護の連携と言われていたが、今は地域づくりそのものが医療と福祉も関係するため、労働・教育・住
宅・防犯・防災等々の分野との連携が必要である。地域の生活課題に取り組み、医療や福祉、介護だけではなく、
まちづくりそのものとして取り組んでいく必要がある。

◆世田谷区のサービスの利用状況や提供状況を踏まえ、世田谷区にふさわしい包括的な支援体制の整備、特に地域
移行・就労支援を重視し、区民も含めた関係者のネットワークで支えることが必要である。
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意見交換のテーマ 発言者 委員から示された意見

目指すべきコミュニ
ティと安心して住み続
けるために必要な支援
について

中村委員
（パネリスト）

◆高齢者施策について、世田谷区は要介護の期間が長く、６５歳以上の人に対する要介護認定率が高い状況にある。
そのため、健康寿命を伸ばし、重度化させない介護予防と個々の高齢者に対する予防重視のケアマネジメントが必
要になる。また、在宅や施設でのみとりが増え、医療と介護の連携が不可欠となっており、人々の「尊厳を支える
ケア」を実現し、自立支援を支えていく必要がある。そのため、区内の専門家職能団体や事業者の果たすべき役割
をもっと大きくしていかなければならない。

テーマに関する意見交換

中村委員
◆今まで児童行政は、保育所整備による待機児童の解消に力を注いできた。これからは本当に個々の子育ての悩み
に寄り添い、即したサービスが展開できるようにしていく必要がある。そのため、地域の拠点なり、住民も含めた
子ども・子育て支援を地域でやっていくということが必要なのではないか。

江原委員
◆高齢者に対する介護の問題は、皆が高齢者になるというイメージで皆さんが合意できるかもしれないが、子ども
や障害、医ケア児などのそのほかの問題については、意外と社会的合意がつくりにくい。皆さんとの合意形成が進
めば、若者に関する制度も少しずつ高齢者介護に関する制度のような施策展開を期待できるのではないか。

中村委員

◆これからの成熟社会は、これまで数的に少なく、十分手を差し伸べてこられなかった部分にやっと着手できる状
況が整ってきている。今度の基本計画では今までできなかった複合的な問題や複雑な問題にチャレンジしていく必
要がある。公的制度だけで行うのではなく、住民と一緒にやっていく地域づくりをしていくことが、皆さんの理解
にもつながるのではないか。

江原委員

◆町会・自治会がもっている誰でも参加できるという支援の仕方は必要である。しかし、そこへ自分は入ってはい
けないのではないかと思うような人々が少しずつ増えてきてしまっている。そのため、外国人の方や障害のある人
などと一緒に行う地域会など、少しずつインクルーシブな自治会イベントの在り方をつくっていくというのはよい
と思う。

羽毛田委員
◆町会・自治会に積極的に関与していきたいと思っているが、加入の方法がわからない。町会・自治会側も、新し
い人を巻き込んでいく知見やノウハウが蓄積されていないのではないか。

中村委員

◆障害者支援については、ご両親が自分が亡くなった後も面倒を見てもらえる施設を頼りにすることもあって、家
族の不安が地域移行を阻んでいるという要素がある。就労支援を促進し、障害年金と就労による工賃や賃金で、地
域の住居で、グループホームやアパートの１室で、暮らし続けられるようにしていくことが求められている。きち
んと医療とのつながりを持ちながら地域の中で暮らせるようにしていくことは、世田谷区にとっても大きなチャレ
ンジしなければならない課題だと思う。

森田委員
◆財産や資産を持たない若い人たちは、場所がないため、活動が展開しない。一方で、地域の中で高齢者だけが暮
らすというのは、いろいろな問題が発生する。そのため、空き家やシェアハウスなどの資源を共同の活動拠点とす
るなど、地域の中で解決していくような仕組みを世代を超えて議論しないといけないと思う。

37



意見交換のテーマ 発言者 委員から示された意見

世田谷を安全で一層魅
力的なまちにするため
に必要な政策について

テーマに対するパネリストからの説明

長山委員
（パネリスト）

◆駒澤大学のラボでは、起業学習のコミュニティをつくっており、若い人、特に起業に全く関心のない人と、実際
に起業している人が入り交じるような場である。これは、地域の起業文化の醸成であり、起業に無関心な人が関心
を持ってもらう「創業機運醸成」につながるのではないか。

◆防災や子育てなどの地域の課題解決をテーマとし、テーマに共感をして集まって、つながって、共に学ぶといっ
たことを通じて、参加からの学習、起業学習の場をつくっていくということが大事なのではないか。

◆商店街というもの自体が、もう経済活動の機能、買物の場というようなものだけではなくて、地域コミュニティ
の担い手という位置づけに変わっている。商店街は、地域の住民と起業家のコミュニティの場であり、アントレプ
レナーシップ、起業活動の苗床になるものと位置づけられている。商店街自体が社会的な価値の創出も併せて行う
場として位置づけられるのではないか。

◆池尻の中学校の跡地を活用し、新たな産業・学び・コミュニティづくりの拠点を目指している。（特定の社会課
題に対し、多様な主体が強みを持ち寄って同時に働きかけることで課題解決や社会変革を目指すアプローチであ
る）「コレクティブインパクト」の実現をコンセプトとしているが、この考え方は、この基本計画の中でも生かし
てもいいのではないか。

◆町会の担い手不足や他のコミュニティ団体と担い手や取組みが重複しているといった課題がある中で、例えば、
防犯、防災、子育てなどテーマごとに横串を立てたような連携体制をとる、プラットフォーム型の組織をつくって
いくことが必要ではないか。

◆「ワクワク感の創出」ということで良いかもっと議論は必要で、地域の価値づくりといったものが最終的な内面
化の局面となるものではないか。資本主義の中で、生産様式でつくり出していくことができないようなもので、歴
史とか自然や社会といった人々の知恵の結晶のようなものであって、「コモン」といったようなものが、根っ子の
部分として大事にしていくべきものだろうし、それこそ真ん中にあるのではないか。

涌井委員
（パネリスト）

◆資料の大綱イメージの図で、「参加と協働」が、６つの要素のうちの１つになっているが、これを全部つなぐの
が参加と協働というのが世田谷らしさではないか。

◆ＳＤＧｓについて、ウェディングケーキという立体的な捉え方をしていかないとフラットに考えては具体的な方
法はとれないと言われており、ぜひ立体的な考え方をしてほしい。環境は１つの要素ではなく、参加と協働も１つ
の要素ではなく、この図の後ろ側に、我々の持っている次の世代に対する一番重要な責任である持続的な未来を
我々の世代でいかに担保していくのかという使命感みたいなものが、あらゆる人の一番重要な義務であり、持続的
な未来なくしては将来の計画もないので、そのことを明確に示していくべき。
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意見交換のテーマ 発言者 委員から示された意見

世田谷を安全で一層魅
力的なまちにするため
に必要な政策について

涌井委員
（パネリスト）

◆コンセプトは一体何かというと、地球から地域までが１つだということであり、個人が健康であるためには地域
が健康でなければならないし、地域が健康であるためには地球環境全体が健康でなければいけない。ベーシックな
ものをしっかり明確にしながら、持続的な未来に世田谷区がどう貢献していくのか、その中で区民が一人一人が何
をやっていくべきなのかを明確にしていくべき。

◆グリーンインフラは入り口で、実は出口のほうが重要である。出口とはグリーンコミュニティである。町内会・
自治会を縦軸のチェーン結合型のコミュニティだとすると、ＮＰＯなどの出会いや目的型の横軸の２軸のでコミュ
ニティが形成されていることが重要である。

◆ＤＸの傍らで、花や緑という全く反対側のシームレスな生命活動というものに何となく共感を持って、そこに参
与しながら、自分の健康も維持し、地域の健康も維持していくというような活動のきっかけとしては、まさに参加
と協働そのものになるのではないか。

◆世田谷が目指すべき都市像が見えてこないがどういう都市像を目指すのか。下北沢、二子玉川、三軒茶屋、烏山
の４か所について焦点を絞って、明確なイメージを持つことが非常に重要ではないか。

◆参加と協働の本質は一体何かというと、戦後、「公」が「共」を取り込み、「公共」となり、「共」が縮退して
しまい、まさにコモンズの精神が失われてしまった結果として、町会・自治会の活動も収縮していってしまうとい
う１つのきっかけになっていると思うが、これからの時代は、いかに新しい「共」の価値を再構築していくのかに
かかっており、これとまちづくりというのは、切っても切れないものである。

◆目指すべき都市像というものを掲げながら、その中で持続的な未来をどう担保していくのかという考え方でやっ
ていくべきではないか。新たなインクルーシブなまちづくり、共同体というものをどうやってつくり込んでいくの
かということが非常に重要なテーマになると思っており、その辺りの都市像も基本計画の中では、明確に示してい
く必要があるのではないか。

小林委員
（パネリスト）

◆地球の生態系などにきちんとお返しができるような、そういった暮らしの場をつくっていかないと、単なる区民
ファーストになってしまうのかなと懸念している。

◆福祉と予算制約の衝突とか福祉と防災の競合など、個々の縦割り計画が答えられない問題に基本計画は答えてほ
しい。

◆区しかできない役割というのは、区民に義務を課すようなルールや、いざとなれば収用するような公共事業であ
り、こういった区しかできないものをどうやるのかということを基本計画に定めておくべき。

◆区の政策の目的として、日本全体の自然の、あるいは地球の生態系の健全性の維持向上に、区なり区民の役割を
果たすということは、はっきり書いてほしい。
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意見交換のテーマ 発言者 委員から示された意見

世田谷を安全で一層魅
力的なまちにするため
に必要な政策について

小林委員
（パネリスト）

◆天変地異に対する災害、そういう災害の人命の被害の最小化といったことは、やはり最優先だと思うので、そう
いったところの予算措置は最優遇するというような方針を書くべき。

◆例えば再エネの活用や緑の導入、ごみ捨てやリサイクルなどについての個人の責任は条例で定めることができる
のだから、こうしたローカルルールをしっかり鍛え上げていくというようなことも書いてほしい。

テーマに関する意見交換

涌井委員

◆ウォーカブルなまちづくりというのは、全く知らない人がそこで出会って、擦れ違うことによって、ケミスト
リーな関係ができて、クリエイティビティが生まれる。世田谷はそういうクリエイティビティをどうやって起こす
のかということがすごく大事で、そういうクリエイションが起きるような都市像をどうやってつくっていくのかと
いうことを示すことが重要である。

涌井委員
◆アントレプレナーの話は、まさに日本の経済はこれからものづくりではなくて、事づくりの方向へどうやって切
り替わっていくかということだと思うが、ソフト化経済というのはライフスタイルの中に眠っているので、それを
どうやって増すように成長させていくかがすごく大事である。

小林委員

◆予算を介した競合は常にあると思うが、トレードオンとトレードオフを見てどういう配分をするかということを
議論することは、縦割りではできないので、基本計画の場で議論してほしい。そうした中で、やはり災害対策は、
大都市は脆弱であり相当事前に手配しなければいけない。また、教育の中でも防災教育は重要で、教育の時間は限
られるのでトレードオフがあり、予算以外にも時間的な配分でもあると思う。

涌井委員
◆烏山については、市街地農地、都市農地は重要で、それは、デジタルが進むほど振り子と同様リアルに戻す必要
があり、高齢者も子どももリアルなものに触れるということが非常に重要である。一方で、アクセシビリティをど
う改善するのかということも重要である。
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基本計画大綱（たたき台）
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（１）最上位の行政計画としての内容

➢基本計画は最上位の行政計画であり、分野や領域を超えた横断的な視点から、各政策や施策の相互
の関連性によってもたらされる効果や影響を勘案しつつ、他自治体との関連性や生態系への影響な
どの幅広い視点も持ち、計画の検討を進めていくこと。

➢政策や施策を掲げる際には、ＳＤＧｓなどの複眼的な目標に照らし、分野横断的な視点で最適化を
図ることのできる計画とすること。

➢将来予測がますます困難となる中、計画上に想定のない事態が生じた際にも役立つ指針となるよう、
不測の事態への対応方針についても盛り込んだ計画とすること。

➢基本計画で定める考え方を各分野の個別計画にも着実に反映し、具体的な取組みを進めること。

（２）バックキャスティング

➢新型コロナウイルス感染症の感染拡大をはじめとする今般の社会課題は、社会状況に急激かつ急速
な変化をもたらしており、行政にはこれまで以上に臨機応変かつ迅速な対応が求められている。現
状と課題から改善策を積み上げていく考え方（フォアキャスティング）だけではなく、あるべき未
来の姿から逆算して現在やるべきことを構築する視点（バックキャスティング）も踏まえ、計画の
検討を進めていくこと。

【計画策定にあたって考慮すべき事項】
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（３）ＥＢＰＭの推進

➢ＥＢＰＭ（証拠に基づく政策立案）を推進し、より効果的で実効性の高い政策や施策の立案を目指
すこと。

（４）目標指標の設定のあり方

➢行政の透明性を高め、計画の進捗状況を区民がわかりやすく理解できるようにするため、それぞれ
の施策を構造化し、上位施策に対して目標指標を設定するなど、本来の目標が希薄化しないよう工
夫すること。

（５）区民意見の反映

➢当審議会での議論をはじめ、区民や区議会、ステークホルダーからの意見や提案を尊重するととも
に、子どもや若者の意見を集約する機会やパブリックコメントなどの区民意見を聴取する機会を設
け、幅広い区民の参加を得ながら計画を策定すること。
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基本計画の体系

基本方針 世田谷区基本構想の実現に向け、今後世田谷区政が目指すべき方向性

計画全体を貫く考え方 政策、施策の立案の際に必ず考慮する考え方

マネジメント指針 横断的な課題に対応するため、資源や資産、リスクなどを管理し、
最適化を図るための指針

重点政策 基本方針の実現に向け、特に重点的に取り組むべき政策であり、
分野横断的な体制を整えて取り組む必要がある政策

計画の推進 政策、施策の推進にあたり重視すべき考え方や必要な視点、
着実に進めるべき取組み
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持続可能な未来の確保基本方針

区民の生命と健康を
守る

子ども・若者を
中心に据える

多様性を尊重する
地域・地区の
特性を踏まえる

日常生活と災害対策・環
境対策を結びつける

参加と協働
計画全体を貫く考え方

子ども･若者がワクワクする

子ども・若者が
笑顔で過ごせる
環境の整備

ワクワクする学び

新たな学校教育と
生涯を通じた学びの充実

ワクワクするコミュニティ

多様な人が出会い、
支え合い、活動できる
コミュニティの醸成 ワクワクする暮らし

誰もが取り残されること
なく安心して暮らせるた

めの支援の強化

ワクワクする自然環境

脱炭素社会の構築と
自然との共生

ワクワクするまちづくり

安全で魅力的な
街づくりと

産業連携による
新たな価値の創出

重点政策

ワクワク感
の創出

人材育成・
調査研究

公共施設の
有効活用

柔軟な組織体制

緊急時・非常時の
体制整備

ＳＤＧｓの推進

ＤＸの推進

マネジメント指針

基本計画体系イメージ
世田谷区基本構想の実現

持続可能な
自治体経営

持続可能な
コミュニティ

持続可能な
都市基盤

持続可能な
地域経済

持続可能な
自然環境
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基本方針：

これまで人口減少とは無縁であった世田谷区においても、今後は2039年をピークに人口が減少に転じる
見込みであり、全国の自治体と同じように人口減少に直面していく。また、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大をはじめ、大規模台風やゲリラ豪雨の頻発など、これまでに前例のない地球規模のパンデミック
や気候危機が、区政の根幹を揺るがす事態となっている。さらに、世界情勢等に起因した物価高騰などに
より、区内産業や区内事業者は大変厳しい状況下にあるとともに、社会インフラの老朽化が加速するなど、
社会情勢は厳しさを増している。
こうしたなかで、基本構想が示す「九つのビジョン」を実現し、世田谷の恵まれた住環境や文化・地域

性を子どもや若者の世代に確実に引き継いでさらなる発展を遂げていくためには、持続可能性の視点を中
心に据えた区政運営が不可欠であり、レジリエンスを高めて長期化するコロナ禍により生じた閉塞感や危
機的状況を打破するとともに、人口減少への対応をはじめ、コミュニティ、自然環境、地域経済、都市基
盤、自治体経営等において、持続可能な未来に向けた環境整備を図っていくことが重要である。
引き続き参加と協働を区政の基盤とし、公共的役割を担い地域を支えている町会・自治会や商店街、世

田谷が誇る豊富な地域人材や地域資源などとの連携強化により参加と協働のさらなる促進を図りながら、
持続可能性の確保に向けた政策、施策を推進し、地球環境が適切に保全され、現在の世代の要求の実現に
より将来世代が必要とするものを損なうことなく、将来世代の選択肢や可能性を狭めることのない持続可
能な未来の確保を目指していく。

【基本方針】

基本方針

世田谷区基本構想の実現に向け、今般の社会情勢等を踏まえ、今後世田谷区政が目指すべき方向性につ
いて、次のとおり定める。
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（１）参加と協働

➢地域課題の多様化・複雑化などにより、行政だけでの課題解決には限界があるなか、持続可能な
社会の構築に向け、参加と協働による政策、施策の展開を区政運営の基盤とする。

➢区民を施策の対象として捉えるのではなく、自ら地域をつくり支える存在として位置づけ、主体
的な参加への意欲を引き出すコミュニティづくりを進める。

➢区内には事業所が多数存在し、民間企業や職能団体等も大きな役割を担っていることから、事業
者等への理解促進を進め、区民・事業者との連携強化を図るとともに、区民間の協力した活動を
サポートするなど、区政課題の解決とよりよいコミュニティの醸成に向け、参加と協働のさらな
る促進を図る。

（２）区民の生命と健康を守る

➢区民の生命と健康を守ることが、自治体としての最重要課題であり、引き続き最優先に取り組む。
ベーシックサービスを堅持するとともに、身体的な健康のみならず、心の健康につながる心の豊
かさなどの視点も踏まえ、子どもや若者から高齢者まで誰もが生命や健康を守られ、地域や他者
との関わり合いの中で元気に自分らしく生きていける社会を構築する。

計画全体を貫く考え方

基本計画の推進にあたり、政策、施策の立案の際には、次の６つの考え方を必ず考慮すること。

【計画全体を貫く考え方】
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（３）子ども・若者を中心に据える

➢今を生きる子ども・若者は、大人と同様に地域社会を構成する一員であり、地域を一緒につくっ
ていく主体として位置づけ、子ども・若者が参加しやすく、自分たち自身が社会の真ん中にいる
と自覚できるような政策、施策の組み立てを考える。

➢将来の人口減少局面を見据え、子育しやすい環境の整備、子ども・若者が住みたくなる地域づく
りの視点を取り入れる。

（４）多様性を尊重する

➢誰もが多様性の尊重を自分事として捉え、高齢者や障害者、外国につながる方など多様な立場や
様々な価値観を持つ方々が一体となり一つの社会を構築できるよう、性別や年齢、国籍、障害の
有無などの多様性から、価値観や家族のあり方、ライフスタイルの多様性まで、広く多様性を尊
重し、特別なニーズを持つ人のための的確な支援と誰でも参加、活動できる場の確保の両面の視
点に配慮する。

（５）地域・地区の特性を踏まえる
➢地域に密着したサービスや地域の実態に即したまちづくりを展開するため、世田谷を均質化して
考えるのではなく、各地域や地区の特性や課題などを十分考慮し、区民ニーズを的確に捉える。

➢世田谷区地域行政推進条例及び地域行政推進計画と十分な整合を図る。
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（６）日常生活と災害対策・環境対策を結びつける

➢災害対策は日常生活と切り離して考えるものではなく、平常時から災害時を意識し、平常時の取
組みを災害時にも役立てるといった考え方が大切である。また、気候危機への対応は地球規模の
大きな転換が必要な課題であり、自然環境と共生した社会の実現に向け、日常生活におけるあら
ゆる取組みをいかに環境負荷低減につなげていけるかといった視点が重要となる。そのため、日
常生活と災害対策・環境対策を常に結びつけて考える。
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計画全体を貫く考え方の基軸となる「参加と協働」

区民の生命と健康を守る

地域課題の多様化・複雑化などにより、行政だけでの課題解決には限界があるなか、持続可能な社会の構築に
向け、区政の基盤となる「参加と協働」をいかに促進できるかが、今後の大きな課題となる。
「区民の生命と健康を守る」、「日常生活と災害対策・環境対策を結びつける」ことで区民の日常生活を支え

つつ、「子ども・若者を中心に据える」、「多様性を尊重する」ことでより多くの区民参加を促し、「地域・地
区の特性を踏まえる」ことで地域住民との協働体制を強化しながら、公共の新たな価値の構築を図り、持続可能
な未来の確保につなげていく。

公共の新たな価値の構築

子ども・若者の参加

地域住民との協働

日常生活と災害対策・環境対策を結びつける

多様性を尊重する

地域・地区の特性を踏まえる

区民の生命と健康を守る

子ども・若者を中心に据える 多様な区民の参加
参加と協働
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横断的な課題について、次に掲げるマネジメント指針を踏まえ、具体的な取組みを進めること。

【マネジメント指針】

マネジメント指針

（１）緊急時・非常時の体制整備

➢天変地異に起因する災害や新たな感染症の感染拡大など、緊急事態・非常事態が生じた際は、人
命の救助と被害の軽減に最優先に取組む。

➢緊急時・非常時の体制整備や必要な対策への予算措置を最優先し、状況に応じて補正予算等で迅
速に対応する。

➢緊急事態・非常事態に可能な限り迅速かつ柔軟に対応するため、組織の垣根を超えた全庁的な応
援体制を構築し、対応にあたる。

（２）ＳＤＧｓの推進

➢ＳＤＧｓの目標年次である2030年に向け、区の取組みとＳＤＧｓとの関連性を明らかにし、関連
性を意識しながら分野横断的な施策展開を図っていく。

➢事業の意思決定にあたり、事業がＳＤＧｓに対して与える影響を予測評価し、その評価を考慮し
て可否を決定するなど、複眼的な視点でシナジー効果の発揮に努める。
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マネジメント指針

（３）ＤＸの推進

➢ＤＸの取組みを加速させ、区民を主体としたサービスデザインを徹底するとともに、多様な区民
の意見や提案が区政に反映される仕組みや様々な情報の共有が可能となる仕組みの検討を進める。
また、デジタル化を進めて業務改善を図り、働き方改革にもつなげていく。

➢ＤＸの推進にあたっては、デジタル機器の扱いに不慣れな区民に情報格差が生じないよう、フォ
ロー体制も合わせて構築する。

➢オープンデータや庁内でのデータの分野横断的な利活用、新たなクラウドサービスの活用につい
て、仕組みの構築や運用ルールの整備を図るなど、より便利で快適な環境づくりを進める。

（４）公共施設の有効活用

➢ＰＦＩやＰａｒｋ－ＰＦＩをはじめとした官民連携手法による公共施設整備の推進による魅力向
上、多世代・多用途での公共施設のさらなる有効活用など、社会状況を踏まえた柔軟な施設整備
を進めていく。

（５）組織運営の変革

➢社会状況の変化が目まぐるしい中、突発的な課題に即材に対応していくため、課題に応じた機動
的な対応が可能なアジャイル型組織への転換を目指すとともに、民間を含む多様な社会資源とも
連携を図りながら、組織運営の変革を進めていく。
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マネジメント指針

（６）人材育成・調査研究

➢基本計画の実効性を高めるため、区職員が日頃から自らの業務を振り返り、より精度を高めてい
けるよう、調査研究をしっかりと行える体制づくりを進める。また、基本計画の策定、推進を契
機に、ＥＢＰＭ（証拠に基づく政策立案）の推進をはじめ、職員の計画立案能力や計画遂行能力
を高めるなど、人材育成に取組む。

➢民間企業等への職員派遣や外部人材の登用等を積極的に進め、民間企業等の経営感覚やコスト意
識など公務では得られない専門知識やノウハウの取得によるスキル向上等を図り、専門性の高い
課題の解決や新たな施策展開につなげていく。
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重点政策とは、基本方針の実現に向け、特に重点的に取組むべき政策であり、関係部署が多岐にわたるほ
か、分野の狭間に陥りやすく、複合的な課題等も含まれるため、分野横断的な体制を整え、関係部署が一体
となって取り組む必要がある。
次の６つの政策を重点政策と位置づけ、重点政策をつなぐコンセプトを踏まえ、共通する理念のもとで、

分野横断的に取組みを進めること。

【重点政策】

重点政策

コンセプト：ワクワク感の創出
コロナ禍により社会に閉塞感が漂い、人と人とのつながりの希薄化や地域コミュニティの分断が進むなか、

区民にポジティブな気持ちで積極的に行動、参加してもらうためには、日常生活の中でワクワク感を得なが
らレジリエンスを高め、興味ややりがいを見出してもらえる環境を整備することが重要である。区民の参加
意欲を高めるワクワク感の創出につながる政策を推進することで、政策の実効性が高まり、参加と協働の促
進も図られ、持続可能性の担保にもつながっていく。区民がワクワク感を得られるためには、まずは自身の
安全安心が確保されていることが不可欠であるため、安全安心の確保から、生涯を通じたチャレンジができ
る環境の整備まで、各段階に応じた取組みを進め、区民の意欲的かつ継続的な参加につなげていく。

【重点政策をつなぐコンセプト】

安全安心の確保

出会い・
やりがいの発見

生涯を通じた
チャレンジ

外出する機会
の増加

ワクワク感各段階に応じた
取組みを進め、
区民がワクワク
感を得られる施
策を展開する。

参
加
意
欲

高

低
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（１）子ども・若者が笑顔で過ごせる環境の整備
➢今後人口減少が見込まれるなか、子ども・若者が住みたくなるまちを目指す必要がある。今を生きる
子ども・若者は地域社会を構成する一員であり、地域を一緒につくっていく主体として位置づけ、子
ども・若者の声をしっかりと聞き政策に反映するため、子ども・若者が継続的に意見を表明しやすい
環境づくりを進める。

➢様々な価値が形成される子ども期に、すべての子どもが自らの選択により地域で豊かな体験を重ね、
力を発揮できる場や居心地よく安心して過ごせる場が身近にある環境づくりを進めるとともに、若者
施策として、児童館や青少年交流センターなどを活用した参加と協働の取組みを進めるほか、若者の
事業展開に向けた支援を検討するなど、子ども・若者が、自分たち自身が社会の真ん中にいると自覚
できるような施策展開を図っていく。

➢「子ども・子育て応援都市」をバージョンアップして子育て基盤の充実を図るとともに、妊娠期から
孤立することなく、日々の暮らしの身近なところで地域の人々や子育て支援につながりながら安心し
て暮らせるよう在宅子育て支援も充実し、保育と福祉、医療のさらなる連携強化に取組み、子どもを
生み育てやすい環境の整備を進める。

➢子どもの減少に応じて単に支援や施設を減らすのではなく、妊娠期から低年齢期を含めたすべての子
育て家庭を対象にした子ども・子育て支援施策を拡充することをベースに、支援や施設ごとに分かれ
ていた施策を総合的な視点で組みかえ、一体化する方向を目指していく。

重点政策

子ども・若者がワクワクする
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（２）新たな学校教育と生涯を通じた学びの充実
➢子どもたちのライフコースの描き方が大きく変わるなど社会状況の大きな変化を踏まえ、画一的な学
び方から個に応じた多様な学び方へとこれまでの学校教育を大きく転換させる時期を迎えている。子
どもたちが自ら地域課題の解決策や興味、関心が高いテーマなどについて考える探究的な学びへと転
換させ、「参加・協働」の視点も一つのキーワードとして捉えながら、一人ひとりの多様な個性・能
力を伸ばし、子どもたちが生き生きと学べる新たな学校教育を目指していく。

➢近年不登校の子どもの割合は増えているが、一人ひとりの子どもの将来性や可能性を保障するために
も、多様な学びの場の確保や支援策の検討を進めていく。

➢急激に社会状況が変化する今般の社会において、リカレント教育や学び直しができる環境の確保は重
要な課題である。地域の多様な社会資源と連携、協働し、社会教育の充実や区民の主体的な学びの支
援に取組み、区民が社会性を育む生涯学習の基盤を整えるとともに、学んだことを生かせる機会や場
の充実も図りながら、誰もが生涯を通じて何度でも学び直しができ、様々なことに積極的にチャレン
ジできる社会の実現を目指していく。

重点政策

ワクワクする学び
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（３）多様な人が出会い、支え合い、活動できるコミュニティの醸成
➢社会的孤立や孤独が大きな問題となる中、人と人とのつながりを深めてコミュニケーションや関係性
の修復を図ったり、孤立感、孤独感を感じている人が、自分も役に立てるという場をつくったりする
ことで、地域力の向上を図ることは喫緊の課題である。町会・自治会を中心とするコミュニティを基
本に、お祭りなどの地域の誰もが参加できるイベントを定期的に開催するなど、地域住民同士が継続
的に交流できる機会を確保し、全ての人に「居場所と役割」があるまちづくりを心がけ、住民相互の
関係性を深め、災害時にもお互いが支え合い、助け合える関係性の構築や地域コミュニティの醸成を
図っていく。

➢地域には高齢者や障害者、外国につながる方など多様な方々が暮らしており、多様性を認め合い、新
たな出会いが生まれることで、地域住民同士の新たなつながりが芽生え、地域活動などへの参加意欲
の向上にもつながる。地域住民の自主的な活動が重層的に展開できる環境の整備や文化・芸術・ス
ポーツの振興などに取り組み、多様な出会いの機会の創出や誰もが様々な活動に参加できる機会の確
保を図りながら、アクティブでポジティブなまちづくりを進めていく。

➢身近な地域や地区におけるコミュニティの醸成にあたっては、世田谷区地域行政推進条例及び地域行
政推進計画に基づき、まちづくりセンター、総合支所、本庁の三層制のもと、地域に密着した総合的
な行政サービスと地域の実態に即したまちづくりを展開するとともに、区政への区民参加の促進を図
りながら、地区・地域における課題解決力の向上を目指していく。

重点政策

ワクワクするコミュニティ
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（４）誰もが取り残されることなく安心して暮らせるための支援の強化
➢誰もが地域で安心して暮らすことのできる社会の実現に向け、日常生活における必要な支援に加え、
生活拠点となる住まいの確保への支援も重要な課題であり、特に単身高齢者や障害者、ひとり親家庭
への支援を強化する必要がある。また、経済格差の拡大に伴い深刻化する貧困問題は、実態が見えに
くく、対応が難しい課題であり、ひきこもりや8050問題、ヤングケアラー、ごみ屋敷問題など、分野
の狭間に陥りやすく、複合的な課題に対しても、しっかりと対応する必要がある。関係機関とのネッ
トワークを強化してこれまでの重層的な施策展開を発展させつつ、分野横断的な体制を整え、地域の
まちづくりや住民同士の支え合い活動と連動させながら、誰もが元気で生き生きと尊厳をもって地域
で暮らすことのできる基盤づくりを強化するとともに、苦しい人に支援がしっかりと届く取組みや仕
組みの構築を目指していく。

➢男女だけではなく多様な性を含めたすべての区民の人権が尊重され、自らの意思に基づき個性と能力
を十分発揮することができる男女共同参画社会を築くため、国際的な動きとも連動を図り、総合的に
取組みを進める。また、女性が子どもを産むということは、身体上のみならず、家族関係や仕事、勉
学の継続上のリスクなど、多くのリスクに直面する可能性があるため、特に相談体制等が手薄な若年
女性への支援強化を図っていく。

➢支援を必要とする方の中には、困っていることを知られたくない、相談することに不安を抱いている
方も多い。そういった方々をいかに相談や支援につなげるかといった視点もしっかりと考慮し、政策
や施策の立案、展開を図っていく。また、災害時に備え、要配慮者に対する施策に優先的に取り組む
べきであり、福祉避難所などの支援策の充実を図っていく。

重点政策

ワクワクする暮らし
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（５）脱炭素社会の構築と自然との共生
➢人類の生存を脅かしている今般の気候危機は、世田谷区の取組みだけで解決できる問題ではなく、地
球の生態系の健全性の維持向上に対する人類の役割を踏まえ、地球規模で取組みを進めていく必要が
ある。気候変動を抑えるためには、地球温暖化の原因物質である温室効果ガス排出量を削減する「緩
和」によって根本的な原因に対する対策を講じるとともに、気候変動に対して自然生態系や社会・経
済システムを調整することにより気候変動の悪影響を軽減する「適応」を同時に進めていくことが求
められている。「気候非常事態宣言」を出した自治体として、区民や事業者、他自治体などとの連携、
協力を図りながら、省エネルギーの促進や再生可能エネルギーの導入促進などの脱炭素化の取組み、
プラスチック資源循環の取組みなどを一層加速するとともに、災害への備えや熱中症対策の強化を図
るなど、地球温暖化の緩和と適応の取組みを進め、持続可能な社会の構築を目指していく。

➢グリーンインフラを推進するなど、自然環境が持つ多様な機能を積極的に活かしながら、生態系の維
持も含めた自然環境との共生のための取組み、みどりの保全・創出に向けた取組みを一層進めること
で、区民の心の豊かさや幸福感の向上を図り、居心地がよく住みやすいまちづくりにつなげていくと
ともに、みどりに恵まれた世田谷の良好な住環境を、子どもや若者の世代へ確実に引き継いでいく。

重点政策

ワクワクする自然環境
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（６）安全で魅力的な街づくりと産業連携による新たな価値の創出
➢災害に強く安全で、区民が快適に暮らせる街づくりに向け、区民の生活を支える都市基盤の整備は不
可欠なものとなっている。社会インフラの計画的な維持・更新に取組むとともに、建物の耐震化や不
燃化、避難路の整備、豪雨対策などを着実に進めていく。

➢今後の人口減少社会を見据え、人を惹きつけ、誰もが住んでみたいと思える街づくりを進める必要が
ある。三軒茶屋、下北沢、二子玉川駅周辺の広域生活・文化拠点をはじめとする街づくりにおいて、
目指す都市像を明確にし、地域特性を活かした魅力と活力のある都市の創出を図る。また、既存施設
等を総点検し、官民連携による柔軟な発想で都市のストックの有効活用を図り、区民ニーズを捉えた
多世代が交流する場や誰もが親しめる空間の創出を図るなど、歩いて楽しい街づくりに取組む。

➢コロナ禍以降、デジタル化、リモートワークが進み、職住が一体となりつつあり、住んでいる生活の
中に「働く」ということが真ん中に入ってきている。区民の生活をベースとする起業や創業も既に区
内ではかなり見受けられており、事業所や企業による既存産業の振興に加え、区民も産業振興の主体
に含め、地域社会の課題を解決するコミュニティビジネスやソーシャルビジネスの振興にも取り組む。

➢今般の地域課題は多様化しており、その解決の担い手となる地域人材、起業家の輩出、育成は非常に
重要である。商店街などを拠点に、起業家の輩出や育成を支える基盤づくりを進める。

➢多様な人がいて、多様な地域課題があることは、一方でビジネスチャンスも多様であり、共感を得や
すい地域課題の解決をテーマにした起業学習などにより創業機運の醸成を図るなど、新たなビジネス
創出につながる取組みを進め、ビジネスの場として魅力的な環境の整備を図る。

重点政策

ワクワクするまちづくり
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【計画の推進】

計画の推進

計画の推進とは、基本計画に掲げる政策、施策の推進あたり重視すべき考え方や必要な視点、着
実に進めるべき取組みである。
次に掲げる４つ内容について、具体的な取組みを進めていくこと。

（１）情報発信・情報公開

➢世田谷区の取組みを区民や事業者、他自治体等に広く正確に理解してもらえるよう、プッ
シュ型、プル型の情報発信に一層力を入れるとともに、戦略的な情報発信により、世田谷の
ブランド力の向上を図っていく。

➢世田谷区の情報や文書は適切に管理、保存し、公正で開かれた区政を実現するため情報公開
を徹底する。

（２）行政評価

➢基本計画を着実に進めるため、施策ごとの指標にもとづき定期的に成果管理を行う行政評価
を徹底し、課題と改善方法を明らかにする。

➢計画全体の進捗状況を確認するための適切なチェック体制について、検討を進める。
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（３）働き方改革

➢今般の急激な状況の変化や区民ニーズの高度化・多様化への対応などに伴う職員の業務量の
増加等を踏まえ、デジタル化と業務改善、意識改革を両輪とする働き方改革を推進する。

➢個々の実情に応じた、多様な働き方を選択できる環境の整備も進めていく。

（４）他自治体や国際社会との協力連携
➢世田谷区政は他自治体や国際社会との支え合いの中で成り立っていることを再認識し、政策
や施策の立案・推進にあたっては、常に他自治体や国際社会への影響等を意識して協力連携
を図りながら、取組みを進める。
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令和４年度

4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

議 会

審議会

区民検討会議

その他

第２回

定例会

●5月常任委員会
・検討の進め方

●7月常任委員会
・検討状況報告

●9月常任委員会
・検討状況報告

審議会の検討状況を適宜報告

第３回定例会
第４回

定例会
第１回定例会

●第１回
審議会

審議会有識者調整

審議会諮問 審議会答申

●第８回
審議会

●第７回
審議会●第２回

審議会
●第３回
審議会

●第４回
審議会

●第５回
審議会

●第６回
審議会

審議会の議論

●6/１委員公募

（区のおしらせ）

●7/23第１回区民検討会議

●8/6第２回区民検討会議

●8/20第３回区民検討会議

区民ワークショップ委員調整

●区民意識調査

●区政モニターアンケート

ステークホルダー
意見聴取

将来
人口
推計

次期基本計画検討スケジュール（案）

Decidimを活用した継続的な意見交換

せたがや版データアカデミーの開催
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令和５年度

4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

議 会

審議会

区民検討会議

その他

第２回

定例会
第３回定例会

第４回

定例会
第１回定例会

●区民意識調査

●区政モニターアンケート

将来
人口
推計

次期基本計画検討スケジュール（案）

●5月常任委員会
・基本計画（骨子案）

●9月常任委員会
・基本計画（素案）

●2月常任委員会
・基本計画（案）

パブリック
コメント

Decidimによる
意見集約

区民意見
募集

子どもの
意見集約
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